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第３回奈良県地域医療等対策協議会

産婦人科・周産期医療部会

議 事 概 要

平成２０年１０月２３日（木）

午後５時００分～８時４２分

事務局 ： 定刻となりましたので、ただいまから「奈良県地域医療等

対策協議会」の第３回産婦人科・周産期医療部会を開催いた

します。

先生方におかれましては、大変お忙しいところ本日の会議

にご出席をいただきまして、ありがとうございます。

お手元に配付しております資料の確認をさせていただきま

す。

会議次第でございます。

出欠表でございます。本日は末原先生と堀江先生は急用につ

き欠席の連絡をいただいています。

まず、資料一式のとじでございます。

参考資料でございます。内容は、三重県における新生児医療

の現況と書いたペーパーと県立奈良病院のＮＩＣＵ改築工事

に伴うお知らせです。最後に天理大学さんで主催されます、

お産に関するシンポジウムのご案内を参考資料としておつけ

しております。以上、ご確認をお願いいたします。

なお、改めまして、本日の会議は、奈良県の審議会等の会議

の公開の会に関する指針によりまして、公開で行われます。

ご協力をお願いします。傍聴いただく皆様、報道機関の皆様

につきましては、先にお渡ししてありました注意事項をお守

りいただきますようお願いいたします。

それでは、部会長の小林先生に議事をお願いいたします。よ

ろしくお願いいたします。

小林部会長：奈良医大の小林でございます。

先生方、日程変更していただきまして、大変申しわけござい

ませんでした。

３度目になりますので、前回ある程度まとまった中期的・短

期的なビジョンのなかで、今回は２つの件にポイントを絞っ

て審議をしていきたいと考えております。
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ご存じのように、先般、東京で報道された事件がございまし

た。ある意味で私たちは既に約１年早く検証会、委員会を開

いております。このなかで奈良県特有のいろいろな問題が浮

かび上がってきました。先生方のご努力のみならず、行政と

しても頑張っている姿勢を感じます。今の状況をより進めて、

もう奈良では絶対起こさないというような覚悟で、私たちは

頑張っていくつもりでございます。しかし、今現実的にやれ

ることと、もう少し努力が必要なこと、それは医療サイドだ

けではなくて、行政面からもサポートが必要なこともあるの

は事実です。ハード・ソフト・ヒューマンと三拍子そろわな

いと周産期のシステムは構築していけないということを、前

々から申し上げておりますが、少しずつではありますが確か

に改善した点が多く前進しおります。大学の若い先生方もこ

の進歩というものは身にしみて感じてると思います。少なく

とも一次輪番が始まり、産婦人科の一次救急に関しては非常

に全身してると思います。さらに周産期ネットワークに関し

ましても、現時点でよりいいものを目指して構築していこう

という姿勢がありありと感じておりますので、ぜひ短期的な

ビジョンに関しましては、次回くらいまでに決定していただ

きたいと思いますので、ぜひ先生方の忌憚のないご意見をい

ただきながら、部会としての意見をまとめていきたいと考え

ております。よろしくお願いいたします。

それでは、次第に従いまして進めていきたいと思いますが、

検討事項といたしまして本日、新生児搬送用のドクターカー

の件、それから奈良県の産科医療体制の件の２つの大きなポ

イントがございます。

前回の話し合いの中で、ドクターカーにつきましては、ワー

キンググループをつくって、そこでいろいろ、もんでいただ

こうという話が前回まとまりましたので、新生児搬送用ドク

ターカーの作業部会の検討結果を西久保先生から説明してい

ただきたいと思います。

西久保委員： 奈良県立医科大学の総合周産期母子医療センターの准教授

の西久保でございます。

今回、先に行わさせていただきました、新生児搬送用のドク

ターカー作業部会での検討内容につきましてご報告させてい

ただきたいと思います。座らせていただきます。
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お手持ちの資料の１をご覧いただきたいと思います。まず最

初に作業部会といたしましては、ドクターカーを運用すると

いう前提のもとに、実際のドクターカーとしてのニーズがど

れぐらいあるのかということの検証が、まずやはり大事とい

うお話がございました。それで、各先生方のご意見をお伺い

しますと、以下のような結果になりました。

必要なニーズの内訳でございますけれども、内訳の１といた

しましては、これまでの奈良県内における新生児搬送の実績

としては８０件ございます。

次に、このドクターカーというのは、必ずしも新生児を搬送

するということだけが目的ではなくて、生まれてくる児が安

全に生まれられるように、産婦人科の先生方と協力して、児

の健やかな分娩、安全な分娩を確保しようということになり

ますと、最も産婦人科・産科領域で重篤な胎盤早期剥離につ

いて、その症例の多くはかなり母児にとりまして重篤な状況

でございますので、この症例につきましても可能な限り、産

科の先生方と協力しあうことが好ましいであろうということ

で、これもやはりドクターカーの出動件数として含めるべき

ではないかというお話がございました。

これは委員の先生方から、特に産科の先生からは、教科書的

には約１％から１．５％の件数があるというご発表がござい

まして、私ども作業部会に開業の先生がおられまして、開業

の先生に過去２年間のこの胎盤早期剥離の総分娩数に占める

割合について、この内容を検証していただいた結果、その医

院におきましては約１．５％から２％ということで、この胎

盤早期剥離の発症の割合というのが１％というのは、決して

実態と違わない値であろうということで、奈良県下における

出生数が約１万２，０００というところからいたしまして、

約１２０件の胎盤早期剥離の数があるであろうと考えました。

次に患者転送分という、この１０から１５件と申しますのは、

主として県立奈良病院と近畿大学医学部奈良病院との間の移

送でございます。ご存じのように県立奈良病院におきまして

は、新生児集中治療室はございますが、内科的疾患に対する

対応は十分できるわけでございますけれども、外科的疾患、

循環器、小児皮下疾患につきましての外科的対応、また内科

的な循環器疾患に対する対応につきましては、近畿大学に依
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頼するという症例が、年間どれぐらいあるのかということを

検討していただきましたところが、年により若干のばらつき

はございますけれども、そこに記載していただいてるような、

１０から１５件、年間あるということです。

次に奈良県から母体搬送で県外へ移送した患者様の、県内へ

のバックトランスファー、これにつきましても、やはり奈良

県の患者様でございますので、奈良県のドクターカーでお迎

えに行くべきではないかということで、この実績につきまし

ては約５件ぐらいあるだろうということです。

そして３番目は対象体重児を２，３００グラムまでに拡大し

たときの増加数ということで、この対象体重児を２，３００

グラムまでにした根拠でございますけれども、これは大阪の

新生児搬送のネットワーク、ＮＭＣＳがございますけれども、

その絶対的搬送の適用と、相対的搬送の適用というものが記

載がございまして、その相対的搬送の適用、必ずしも必要と

するわけではないけれども、症例に応じて搬送が必要である

というのが２，３００グラムという記載が明記されておりま

したので、奈良県におきましても、この２，３００グラムま

での児をドクターカーで搬送すると推定した場合に、ここに

記載してますように過去の出生数、出生体重から算出いたし

ました値が２，０００グラムまでの件数としては８０件、２，

３００グラムまで入れますと１８０件の患者様方がおられる

ということになっていますが、２，０００～２，３００グラ

ムまで方々のすべてが搬送されるというわけではないかと思

いますのでその部分は出生数の半数を見込みました。しかし、

実際運用したときのばらつきは予想されるわけですが、総合

的に考えますと、必要なニーズの下のところに記載させてい

ただいてますが、年間２９５件から４００件、約３００から

４００件の搬送の依頼がある可能性が高いという結果が出て

おります。

なお、平日昼間のみ運用の場合、要はその依頼が日勤帯で依

頼があるのか、準夜・深夜帯で依頼があるのかということに

つきましては、約５０％が日勤帯で、準夜・深夜帯での依頼

というのが約５０％あるということです。これは県立奈良病

院、奈良県立医科大学そして他の文献等におきましても、大

体若干の差はございますけれども、約半分が日勤帯で、それ
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以外の時間帯に約半数が搬送されているという形でございま

す。

それと奈良県の特殊性といたしまして、県立奈良病院並び

に近畿大学奈良病院等は、北和地区にございますが、奈良県

立医科大学は中南和地区にございます。一方、総合周産期母

子医療センターが奈良県立医科大学に設置されたわけでござ

いますけれども、搬送元である産科医療機関の数だけで見さ

せていただきますと３分の２は北部に所在しているというこ

とも、奈良県のドクターカーを置くに当たっての一つの特性

として考慮しないといけないのではないかということがござ

いました。

以上の点を踏まえまして、まとめますと、年間約３００から

４００件が予測されると。そのうちの約５０％が平日の昼間、

ところが北部地区に３分の２の産科施設が集中しているとい

うのが、今回のまず第１点でございます。

そういう点から踏まえまして、２番目の配置するドクターカ

ーの台数ですが、繰り返しになりますが、地域的な人口構成

の偏在などを考えると北和と中南和に各一台設置することが

望ましいと考えました。

必要な装備・規格につきましては、これは他府県のドクター

カーに準じて、そこに記載させていただいている内容のドク

ターカーが好ましいであろうという結果でございます。

次のページ、お願いいたします。

２ページ、４の配置場所ですが、先ほどの繰り返しになりま

すが、中南和におきましては、奈良県立医科大学の総合周産

期母子医療センターに設置することがやはり好ましいであろ

うということです。一方、先ほどの人口の偏在、産科医の偏

在等を考えますと、北和地区の拠点周産期医療機関にも一台

設置する、配備することがやはり望ましいと考えられないか

ということです。

なお、現状の、皆様方はよくご存じのように、ドクターそし

て看護師の勤務体制、人員等の確保をかんがみて、これにつ

きましては、私どもといたしましては、配置病院と別途協議

するということで、私たちの部会としてはこれ以上の検討に

ついては行っておりません。

運用体制でございますけれども、原則として医師が１名そし
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て看護師１名の２名で運用することが望ましいと思われます。

なお、症例によっては大阪府が医師１名でというふうに書か

せていただいてるんですけれども、誤解がないように、少し

補足ですが、いつも１名でいってるというわけではなく、こ

れは論文にもございますけれども、大阪府も患者様の要求・

依頼の状況に応じて、２名、３名で対応しているということ

でございます。

６番の運用開始時期と運用時間帯ということにつきましてで

すが、中南和におきましては総合周産期母子医療センターが

現在フルオープンができていない状況ですので、フルオープ

ンをした上で、ドクター、医師・看護師の充足がされた後に

このドクターカーを運用を開始することが望ましいであろう

ということです。運用時間につきましても、２４時間運用で

きるような体制が望ましいです。

なお、この件につきましても私たちとしての提言でございま

して、実際的な内容につきましては、医大病院と別途協議す

る必要があるだろうと思われます。北和地区におきましても、

先ほどお示ししましたように、拠点病院にドクターカーの必

要性というものがあるということにつきましては、今回の作

業部会でも皆様方の一致した意見でございました。その点に

つきましても、拠点周産期医療機関と別途協議する必要があ

ると考えます。

次に、奈良県立医科大学の総合周産期母子医療センターにこ

のドクターカーを配置した場合の問題点でございます。そこ

に記載させていただいたとおりでございますが、現在、繰り

返しになって申しわけありませんが、総合周産期母子医療セ

ンターは看護師不足によりフルオープンできない状況にござ

います。一方、病床利用率はほぼ１００％という状況が続い

ておりますし、本来ならば軽症の方の対応と考えられる後方

床にも重症の方が入院しておられる状況で、現状においてド

クターカーに看護師が同乗することは困難であろうというこ

とでございます。ドクターカー配置に伴い、医師においては

昼間の運用には１名の定員、２４時間の運用の場合は当直の

関係から２名の定員増が望ましいと考えました。

また、看護師でございますけれども、このドクターカーに

乗務できる看護師というのは、当然その１年目・２年目の看
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護師が同乗するということは、経験上困難が伴うことが多い

だろうと、そういう点でＮＩＣＵ経験が豊かな看護師が同乗

していただく必要があるであろうというふうに思われます。

このため、看護師については昼間の運用時については２名の

増員が、２４時間の運用時には５から６名の増員が望ましい

のではないかということが、この作業部会に参加していただ

いておりました奈良医大の副看護部長よりのご意見でござい

ます。

なお、医師、看護師の増員ですが、これについては、経営面

についても検討をする必要があるであろうということです。

やはり実際的なドクターカーを運用ということを考えたとき

に、理想だけではなかなかいけないであろうということで、

この運用をするために必要な人数については、配置病院と実

際に必要な人数及びその運用方法についてはさらに検討を行

う必要があると、私どもとしてはまとめさせていただきまし

た。

搬送基準でございますけども、今回資料には載せさせていた

だいておりませんが、先ほど少しお話しさせていただきまし

た、大阪府がつくりました新生児搬送の基準を参考に、今後、

県が関係機関と調整し作成する予定です。

運用マニュアルにつきましては、これはまだまだ、今回の部

会ではそこまでのところは討議の中心では、できるところで

はございませんので、配置病院が運用する場合には、原則と

して配置病院が中心になって県及び関係機関と協議し、配置

病院において作成するとさせていただきました。

次のページ、３ページをお願いいたします。新生児搬送が今

回は部会の主な内容でしたけれども、やはり母体搬送につき

ましても、今後運用について、やはり検討される必要がある

であろうということです。やはり母体の適切な搬送なくして、

新生児の、母体から出生する児がよりよい状況で出生すると

いうことは困難ですので、母体が安全に収容施設に搬送され

るということが、やはり重要であろうということでございま

す。

１０番でございますが、運用コストの負担につきましては、

これにつきましては、そこに記載させていただいたとおりで

ございます。診療所における長時間の往診時の費用負担につ
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いては別途検討する必要があるということです。

ドクターカーの購入経費については県が全額費用負担を行う

べきでではないかということとなりました。

運用経費は、総合周産期母子医療センターに配置する場合に

ついては、ドクターカー導入に伴う収支見込みを十分に精査

するとともに、他府県の状況、総合周産期母子医療センター

及び医科大学の経営状況、現状の補助金額及び運営交付金額

を勘案し、県が支援を行う必要があるか、また上位の部会、

この部会等を含めましてご検討いただければと考えました。

また、その他の施設に配置する場合につきましても、北和地

区に配置する場合につきましても、同様の調査を行う必要が

あるであろうと考えられます。

それで、参考資料としてつけさせていただいていますのが、

三重県における新生児医療の現況という論文です。これは皆

様方はドクターカーが配置されることにより、イメージとし

ては、児が安全に搬送されるのではないかという、予想はさ

れるわけですが、それについて、三重県における新生児医療

の現況といたしましての論文の中に、ドクターカーの優良性

というものが論文としてあったため、参考資料としました。

ポイントでございますけれども、用紙の真ん中でございます。

少し読まさせていただきますが、すくすく号、これは新生児

搬送用、三重県の救急車の名前ですが、「すくすく号で搬送さ

れた児は、一般救急車で搬送された児よりアフガースコアが

低くより重篤であったが、搬送後の血液ガス所見には差がな

く、ドクターカーによる搬送中の治療が奏功したと思われ」

るということで、患者様、児をですね、搬送用一般の救急車

で搬送した場合と、ドクターカーで搬送した場合につきまし

ては、ドクターカーを依頼するケースは、より重症な症例が

多いわけですが、ドクターカーの中で搬送中に各種の治療を

することによって、施設についたときの児の状況につきまし

ては、一般救急車で搬送された軽症の児の状況にまで、ドク

ターカーで搬送することによって搬送中に治療を施すことが

できて、よい結果を招いたということです。

次、参考資料２ページですが、新生児救急車による新生児搬

送という、左の行と右の行とがございますが、その右の行の

一番最後から５行目近くからの文章を読ませていただきたい
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と思います。「搬送中、４割近くの症例で、人工呼吸や気管内

挿管などの呼吸管理を要した。さらに１４％の症例では、強

心剤投与が必要であり、重篤な状態での搬送例が多数であっ

たことが伺え、ドクターカーでなければ救命し得なかったも

のと推察される」ということで、従来の一般の搬送の救急車

では、先ほどからも申してますように、搬送中に治療をする

ということが不可能でございますけれども、ドクターカーに

つきましては、専任の医師・看護師が児の状況を見て、適切

な治療をすることによって児の状況を好転させるような治療

を搬送中に行っているということで、４割の症例がこのよう

ないろいろな治療を搬送中に行うことによって、先ほど記載

させていただいたように、搬送終了時点においては、児の状

態がかなり好転しているということで、やはり新生児搬送用

ドクターカーというものの有益性が示された論文かと思いま

す。

今回は、この参考資料を一つつけさせていただいただけでご

ざいますけれども、同様のご発表は多数ございますので、つ

け加えさせていただきます。以上でございます。

小林部会長： どうも、西久保先生、ありがとうございました。

詳細に検討されていただいて、非常に助かります。ただい

まのご説明に関しまして、委員の先生方、何かご質問・ご意

見ございますでしょうか。資料の確認でも結構です。

平岡委員： 搬送件数が私は多いと思います。早期剥離が１２０件とい

うのは何を根拠にうたっておるんですか。先ほど言われまし

たけどね、それほど多くないと思いますけども。

西久保委員： ありがとうございます。

この１２０件という症例は、奈良県全体で発生する胎盤早期

剥離の総症例数でございます。これは教科書的にも出ている

数値だと思いますが。

平岡委員： いやいや教科書的には結構です。実数ですか、本当にこれ。

西久保委員： 先ほど少し述べさせていただきましたが、私どもといたし

ましては、これが実数かということで、一つのモデル開業医

院をモデル医院とし検討しました。

平岡委員： それは困ります。早期剥離の場合は大抵、大学ないし県立

奈良病院へ搬送されますのでね、そこでの症例を全部合計す

るとか、そういうふうにやっていただきたいと思います。
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西久保委員： わかりました。

平岡委員： 個人の医院からの立場で見れば、それは統計が異なります

のでね、それでは危ないと思います。

西久保委員： それにつきましては、また、確かに先生がおっしゃいます

ように、これが１２０件なのか、今後それにつきまして、現

時点におきまして、この私どものドクターカーのこの作業部

会といたしましては、その各産婦人科施設様から正確な胎盤

早期剥離の症例数について集計すべきであったかというふう

に思います。

平岡委員： 当然そうすべきであったと思います。

小林部会長： 確かにこれ以上に、４００以上になるということではまず

ないだろうということは、大体概算わかりまして、例えば年

間３６５件あったとしますね、そうすると１日１件、そうし

ますと例えば２ページの資料で、１日１件の新生児搬送用の

ために、固定した医師がさらに１人欲しいんですか。

西久保委員： 病院におけるＮＩＣＵ内診療のためのスタッフというもの

が、この規定された、その総合周産期母子医療センターにお

ける医師数と考えております。先生がおっしゃいますように、

どれぐらい搬送の依頼があるのかいうことや、実際的に行っ

て帰ってくるだけなのか、行って分娩立ち会いでどれぐらい

時間がかかるのか、そういったことも症例に応じて若干の違

いはあるかと思いますが、今の医師の配置数というのは、あ

くまでも院内で入院している婦・児の治療のために必要な医

師の数ということですので、そこにプラスアルファこの新生

児搬送をするという形になりますと、これを例えば２４時間

体制でいたしますと、現在奈良県立医科大学のＮＩＣＵは２

人で当直体制を組んでいますが、ここにもう一つ、ドクター

カーによる新生児搬送の依頼が来た場合に、その２名のうち

の１名が抜けるということになると、院内で見ている児の安

全性が確保できにくいと判断しました。そのためにもう１名、

やはり増員していただくことが、入院している児と、そして

搬送をされる児の両者の安全性を考えますと、やはりそうい

った体制が好ましいのではないかと、部会では考えさせてい

ただきました。

小林部会長： わかりました。そのほかいかがですか。

いろいろ、経営面のことまでについて検討されてますが、経営面
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のことは県が考えていただくということにして、とにかく部

会としてはこれは必要なんだという根拠を示さないといけな

いと思います。それから例えばこの三重県における論文、こ

れもちょっとまだ見てないんですが、これではマンパワーの

ことは何か記載がありますか。新たに新生児カーを整備する

ことによって、人口が、例えば１５０万とか２００万くらいの地域

で、どのくら

いのマンパワーがかかっているのか、あるいは先ほど先生が

言われましたように、出かけていって、どのくらいの時間的

な制約があるのか、もちろんこれは地域性、道路事情による

とは思うのですが、そういう資料があると、非常に参考には

なるんですが。

小林部会長： わかりました。そのほかいかがですか。

いろいろ、経営面のことまでについていろいろ研究されてま

すが、経営面のことは県が考えていただくということにして、

とにかく部会としてはこれは必要なんだという、やっぱり根

拠を示さないといけないと思いますし、それから例えばこの

三重県における論文、これもちょっとまだ見てないんですが、

これではマンパワーのことは何か記載がありますか。あるい

はこういう資料に、新たに新生児カーを整備することによっ

て、例えば比較はできないんですが、人口が、例えば１５０

万とか２００万くらいの地域で、どのくらいのマンパワーが

かかっているのか、あるいは先ほど先生が言われましたよう

に、行って出かけていって、どのくらいその時間的な制約が

あるのか、もちろんこれは地域性、道路事情によるとは思う

んですけども、何かそういう資料があると、非常に参考には

なるんですが。

西久保委員： 今回は、参考資料としては出させていただいておりません

が、大阪並びに兵庫の施設でございますけれども、大阪府立

母子保健センターでございますけれども、ここが大阪の新生

児搬送の基幹病院として、大阪市立総合医療センター、そし

て大阪府立母子医療センターがその基幹病院として動いてお

ります。この施設で、年間の搬送が２５８件ございまして、

その際の新生児科の医師でございますけれども、１１名の医

師が働いております。

兵庫でございますけれども、兵庫県立こども病院におきま
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しては、年間の搬送数が８８件、平成１６年ということでご

ざいますけれども、ございます。この兵庫県立こども病院に

おきましては、常勤の医師が７名で働いております。

それからこの、奈良県立医科大学というところの一つの特

性といたしまして、今現状におきまして全員の医師が諸般の

事情から、２４時間ですね、病院で勤務できていないという

諸般の事情がございます。そういう点を考えますと、この大

阪府立母子保健センターが１１名、兵庫県立こども病院が７

名というところから推察させていただきますと、奈良県立医

科大学におきましても１名の増がやはり昼間であれば、２４

時間であればやはり２名というのがやはり、決して過剰な数

でもなく、過小な数でもないだろうというふうには考えてお

ります。

小林部会長： ありがとうございます。大阪とか兵庫県はどのくらいの人

口のエリアを対象にして２５８件と８８件なんですかね、そ

れはどのくらいのエリアなんですか。

西久保委員： 兵庫につきましては正確ではございませんけれども、大阪

につきましては、大阪を２つの、大阪府立と大阪市立が二分

いたしまして、ほとんど収容されているかと思います。

正確なそのところにつきまして、検討ご報告するだけの情

報が、用意していません、おおよそのことは言えるんですけ

れども、正確な資料がございませんので、またそれについて

は、追って先生にご報告させていただくということでお願い

できませんでしょうか。

小林部会長： わかりました。先ほどの、２，０００グラム、２，３００

グラムというのは、大阪の搬送する基準の一つにあるわけで

すね。そうするとその基準と、奈良県でやろうとする基準を

あわせても、同じくらいの患者の搬送が必要だということで

すかね。

西久保委員： そうですね。ただこれはあくまでも、大阪府立母子保健セ

ンターの数でございますので、大阪市立総合医療センターも

相当数出ておりますし、また大阪には高槻病院がございます

ので、高槻病院もドクターカーを持っておりますし、幾つか

の施設がドクターカーを持っておりますので、これはあくま

でも母子センターとしての実数でございますので、大阪全体

の数というふうに考えていただきますと奈良県の数がいかに
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も多いように思えるかとは思うんですけれども、これはあく

までも大阪府立母子保健センター単独の資料というふうにお

考えいただければというふうに思います。

小林部会長： わかりました。確かに大阪と聞くと、あの人口で２５８人

なら奈良県はもっと少なくてもいいのかなというイメージ、

先ほど平岡先生が言われたようなことをちょっと感じました

ので、今確認させていただきました。

平岡委員： よろしいですか。

小林部会長： はい、どうぞ。

平岡委員： もっと少ないですよ。しっかり調べていただきたいと思い

ます。大阪府立母子センター、市総合医療センターの出動数

とか、全部調べたら数字出てますのでね、それをちゃんと提

供して、それを議論していただきたいと思います。過大な数

と私思っておりますので。本当に必要な数はどれだけかとい

う、実数をしっかり調べた上で、そのために先生はこの作業

部会されたんじゃないでしょうか。各委員にもっとどんどん

調べさせたらいいと思います。

事務局 ： 事務局から補足させていただきます。大阪の状況につきま

しては、６つの病院でドクターカーを有しておられまして、

先ほどおっしゃいました府立母子センター２６２件、あと市

立総合医療センター１９４件、関西医大の枚方病院が７３件、

高槻病院が１５３件と、淀川キリスト教病院が６２件、あと

愛染橋病院が２１件という、平成１９年度の搬送実績として

いただいております。それをもとに、人数につきましては過

去にそういう調査をしたものがございましたので、それを参

考にご提出させていただいたいうものでございますので、補

足させていただきます。

小林部会長： 全部合計すると８００件ぐらいですか。逆に単純にそれと

人口と比較すると。

事務局 ： 今、大阪の分を単純に合計させていただくと、７６５件、

大阪の人口は大体８００万。

平岡委員： 大阪の分娩数から計算したらいいと思います。

事務局 ： 分娩数は、ちょっと今手元に資料がございませんので。

平岡委員： ６万ぐらいだと思います。

事務局 ： 奈良県の６倍ぐらいですね。単純に割ると１３０、奈良県

であるのではないかというふうな数字は出てきますね。
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小林部会長： お産が６万だから、６分の１でいいわけね。そうすると大

体１００件 ちょっと。

事務局 ： １３０前後になると思います。

小林部会長：早剥があっても例えば軽傷の場合は、あまり利用されないか

もしれないですね。緊急で頼むわ、というときには、ドクタ

ーカーがあると便利ですが、重症軽症の比率がちょっとわか

らないので何とも言えないんですね。

赤崎委員： 赤崎でございます。この実数といいますのは、搬送された

ということで、出動回数ではないですね。ということは、恐

らく現場ではですね、出動されても搬送はなかったという症

例がたくさんあると思います。そこでもう治療を終えて、そ

れではどうぞというような件数がありますので、本来はそれ

も含めるべきだと思います。これは結果論の数字というんで

すかね。難しいですけども、予測結果論というのは難しいん

ですけども、本来はもっと出動回数が多くて、いわゆる搬送

目的で依頼されたんですけども、搬送しなくてもよかったと

いう症例がたくさんあると思います。

小林部会長： 現場に到達して処置することによって回復したので、そこ

で帰ってもらったという意味ですね。

赤崎委員： はい。

小林部会長： なるほど。大阪のデータは、あれはそういうのも全部含め

てるんですか。それとも収容した数ですか。

事務局 ： 調査の段階で明確に提示してなかった部分もありますが、

こちらからの問い合わせでは、稼働させた数は何件ですかと

いう問い合わせを、各都道府県にさせていただいて、先ほど

の数字の回答を得たところです。

小林部会長： わかりました。ということは、そういう症例も入っていて、

奈良県に換算すると百二、三十人という数ですか。西久保先

生いかがですか、その辺のことはワーキングの中では話はあ

りましたか。

西久保委員： はい、ございました。やはり今回のドクターカーの搬送と

いうイメージがですね、従来はその病的新生児を産院から新

生児集中治療室に搬送するというのが従来のドクターカーの

なしていた役割の重要な部分の一つであったとは思うんです

ね。ですけれども、これはあくまでも人的な問題等の問題が

解決されないといけないわけでございますけれども、ある意
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味産婦人科の先生方にとりまして、非常にその重篤な疾患の

代表的な、この胎盤早期剥離が疑われた症例につきまして、

その疑った段階でドクターカーが出動し、そしてその場に早

急に立ち会うと。分娩に間に合えれば間に合うと。その上で

産科の先生方が産科としてのお母様の容体の確認・確保、適

切な処置に集中していた。私どもといたしましては、新生児

の病状の評価、適切な治療をそこでさせていただいた。そう

いったことも、やはり今後の、特に新生児医療のさらなる改

善いうことを考えますと、従来のその、重症だから迎えに行

くというだけではなくて、より積極的な母体、産科側への介

入が、新生児、結果といたしましてお母様もかと思いますけ

れども、新生児母体の病的な状況からの快復・改善をより早

期にさせると考えております。ですから、この出させていた

だきました年間の必要な人数という意味では、ある意味確か

にやっぱりＭＡＸというふうにとらえていただいていいかも

しれません。

平岡委員： わかりました。ちょっと聞きますけどね、胎盤早期剥離と

判断した場合は、センターに送っていただいた方がいいわけ

です。新生児のドクターカーが出動するという余地は、余り

私ないと思います、実際に。臨床の現場においては。母体の

方が危ないわけです。そうしたら大きい病院に運んで、その

結果、そこで帝王切開するなり、する方がベターです。ドク

ターカーが出動して、個人の医院行って、早剥の症例ベビー

は引き取ってくるって、そんなことは現実的にはないと思い

ます。そこまでおわかりなんですか。

西久保委員： すべての症例につきまして、確かに先生がお話しになりま

したように、立ち会わないといけないのかと、立ち会うこと

ができるのかというご意見に関しましては、確かにそうかと

思います。ただ、今回の作業部会の中でありました意見の中

に、産科施設では生存をしていましたが、センターに来たと

きには児は既に死亡していたという症例がございます。こう

いった症例につきましては、お母様が産科施設に自分の児の

状況等を訴えてこられた段階で、お母様の情報からかんがみ

て、経験のある産婦人科の先生ですと、これは胎盤早期剥離

が疑われるというような症例につきまして、もしも産科施設

におきまして治療を、適切に行うことによって、救命でき得
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た症例もあるのではないかというふうには考えております。

平岡委員： 違います。早期剥離は個人の医院で扱うべきじゃありませ

ん。全部送ってください。その方が、結果母体のあるいは新

生児の予後はよろしいです。明らかです。ですからそのよう

に新生児のドクターカーが出動して何とかしようという、早

期剥離を個人の医院で帝王切開する、そんな度胸のある先生

おりますか。私はいないと思いますよ。

赤崎委員： 現場の方からちょっとお話させていただきます。さっき西

久保先生おっしゃいましたように、現実に胎盤早期剥離と診

断を、現場の診療医療機関でされて、それから搬送依頼で搬

送先の大学並びに県奈良等々の病院に到着されて、それから

処置をされる、それが理想的なことはよくわかりますけども、

ただ実際に診断がついてから、いわゆる胎児が出て、終了す

るまでの時間を考えますと、軽症、いろいろな条件はあると

思うんですけども、間に合わないです。これ経験上ですけど

も、大学に搬送、私のとこは大学まで１０分１５分で到着し

ますけども、そこからですね、ドクターが麻酔科、中央手術

場に連絡をして、それから準備をする、それから手術場に運

んで、それから手術ですから、一般的に言われてる、３０分

間ルールという、全然適用にはならない。

平岡委員： 違います。今はそのように３０分ルールをやっております。

術前検査も全部省略して。

赤崎委員： ただ、現実としましては、それをおっしゃいましたように、

搬送依頼をされてから胎児が出てくるまでの間に、胎児が亡

くなってるという症例がある以上ですね、やはり直ちにそこ

で処置を受けられて、ベビーも対象、処置の対象を受けてい

ただくいうことがベストじゃないかと。

平岡委員： 違います。

赤崎委員： 私個人的にですね。私のところはそれを実施しておりまし

て、どちらも１００％救命しております。輸血したのは十何

件中１例だけでした。以上です。

平岡委員： そうですか。考えが全然異なっております。早期剥離の場

合でほとんどの、本当に早期剥離だったら大層出血しますの

で、輸血をするとかいうのは、それなりの準備ができるよう

な施設へ早急に送って、今はもう早期剥離と診断ついたら、

麻酔科とか輸血部の方の了解得ておりますので、ご心配なく
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すぐ手術に入れます。そういうふうにもう体制は整っており

ますので、そこのところはご理解ください。

中島委員： 僕は小児科の医者ですので、早期胎盤剥離を送るか送らな

いとか、そういうこと全然わからないんですが、今回の議論

はそういうことではなくて、ドクターカーの必要性があるか

どうかということの、僕は議論じゃないかと。そうしたとき

に、これなら奈良県で２００例でも４００例でも余り変わら

ないんじゃないかと。むしろ１台必要性はあると、１台なの

か２台なのかの、むしろ地政学的な、時間とかそういう問題

になるので、余り今ここでそういう、インディケーションだ

とか、どこでやるべきかと言う議論は、ちょっと別なところ

でやっていただいた方がよろしいのかなと思います。

小林部会長：ありがとうございます。それぞれケースバイケースという

のもあるでしょう。例えば産科医の立場からしてみれば、早

く胎児を出してあげれば母体がＤＩＣにもならずに済むだろ

うし、輸血もしなくても済むであろうと考えるし、その方が

後手に回ることはないのではないかという気持ちもある。か

といってそこでもし、ＤＩＣが起こったとすれば、責任問題

などいろいろなことが発生してくるので、それも大きな問題

だと思う。もう一方、実際の症例数がどのくらいあるのか、

本当に大阪の比率で割り算して１３０でいいのか、いややっ

ぱり奈良県の場合にはもっと手厚くやるために搬送の回数が

ふえた方がいいと、もし判断するんだったら、今度はドクタ

ーカーが整備されたって医者が不足するわけですよね。看護

師もしかり。運転する人を雇っても、同乗する医師がいなか

ったらなんにもならない。やはり、奈良県バージョンという

のは是非つくらないといけない。大阪と同じ割り算で見切り

発車をして、じゃあいつから動くのか、それがわからないと

予算請求したとしても本当に動くのかなという不安がありま

す。今本当の数がどのくらい必要なのかということも、大事

だと考えました。

何かご意見ございますか。

平岡委員： 失礼しました。中島先生のおっしゃるとおりです。これは

作業部会で徹底的に議論していただきたいことで、今日の会

議では、ドクターカーが１台あるいは２台必要なのか、それ

をしっかり決めていただけたらいうふうに思います。それだ
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けです。

高橋委員： 今の、胎盤早期剥離の事態、先生の、平岡先生言わはるよ

うな状態では、恐らく多くは実際母体搬送で送っていただい

てるんですけれども、いろいろな状況があると思うんですけ

ども、今、中島先生言われたように、いわゆるドクターカー

というのは、本当に奈良県で全く要らないのか、それとも導

入するかということを、部会に検討していただいたので、現

実に今奈良県で動いてるわけじゃないんですけど、過去の事

例の搬送や、いろいろなデータを集めても、必要性を僕は示

していただいたかなという印象を受けてるんですけど、ただ

小林教授の言われるように、すぐにこれを現実にできるかど

うかというのは、まだ詰めないといけないところはたくさん

あると思うんですね。実際にどこにどうするかとか、受け入

れできるか、そういう問題もありますので、必要性はやっぱ

り出たと思うんですね。そういう印象を受けたんですが。

樋口委員： もうちょっと詳しく言うと、搬送実績が８０件、それから

患者転送の方１５件、これ十分の実績です。実際搬送される

ときに、大人用のストレッチャーの上に保育器を乗っけて搬

送してるような県は今どきありません。それだけでも十分必

要性はあると思います。

運用をどうするかですけど、その件に関しては、今高橋先

生も言われたとおりだと思います。

小林部会長： いろいろご意見、先生から伺いましたけれども、必要であ

るということに関しては、これはもう先生方の意見は意思統

一されているというふうに考えてよろしいですか。さらにご

意見ある先生はおりますでしょうか。

そうしますと、ドクターカーは奈良県に最低１台は必要で

あろうと、あるいは北和と中南和に各１台ずつ配置すること

が望ましいというのが結論だとすれば、恐らくそれに見合う

経費というのは出てくると思います。人件費がどうだとか、

経営面についても、ここで余り心配することではないのかも

しれませんけども、これに関する資料とかデータとか、実際

に他府県で確認したということはありますか。

私として個人的に気になるのは、他の都道府県を見ると必

ずしも行政が全部財政的にカバーしているわけではないです

よね。例えば、パチンコ協会とか宝くじとかそういうところ
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にアプローチして、行政も頑張る、全体で周産期を盛り上げ

ていこうという機運も必要だと思います。奈良では行政が財

政的に全部負担するのでしょうか。

事務局 ： これは前回、２回目の資料になるんですけども、全国の新

生児搬送用ドクターカーの導入状況を調査いたしましたとき

の結果の際に申し上げたんですけども、ほとんどの都道府県

の場合ですね、ドクターカーの購入、１台目は県で買ってお

られるというところが多くてですね、複数台、２台目以降に

つきまして、部会長がおっしゃいましたように、宝くじやパ

チンコ屋さんの団体等から寄贈を受けてやっておられると状

況もあるようです。

奈良県におきまして、もし導入するといたしましても、１

台目、これはいきなり遊技協等はないかもしれませんが。宝

くじ等が使えるのであれば、それは充てていきたいと考えて

います。もし充たらなかったとしても、自主財源で購入する

という意向でございます。ただ、運用につきましては、他の

都道府県の状況を見ますと、総合周産期母子医療センターも

しくはその病院で独自に運営をされておられて、運用の基準

を持っておられるというところが多いですね。基本はそちら

だと思うんですけども、それは病院の状況によって、今後進

めていかなければならないことだと思っております。

小林部会長： わかりました。そうしますと、この部会で決めることは、

ドクターカーの必要性だけでいいんですか。それとも具体的

な台数も要求に上げるんですか。例えば前回の一次輪番のと

きにも、生駒の消防の方から話が出たと思うんですけども、

１台じゃ困るというようなこともあると思うんですね。その

辺はどうなんでしょう、実際に運用するにあたって１台でも

やれるのかどうか。

事務局 ： １台でも運用できるかどうかというのは、当然大学になる

のか他の施設になるのかわからないんですけども、病院側の

人員の配置がどうできるかとかいうあたりをまず詰めていか

ないと、まず２台要りますねとなったところで、２台を県で

買っても運用できる人がいなければ進まないということです

ので、そのあたりは今後病院と検討、また詰めていきたいと

は思っております。
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小林部会長： でもそれじゃあ動かないでしょう。２台欲しいんだという

ことを決めないと、予算がつかないのではないか。医者がい

ないから車だけ買って、車庫に入れておくのですか。

事務局 ： 最低２台欲しいんだということを決めないと、予算がつか

ないのではないか。しかし、医者がいないから車だけ買って、

車庫に入れておくのはまずい。

小林部会長： つまり必要だという提案をするわけですか。

事務局 ： 必要性があるかないかということで、提案を部会の方から

いただければ、それに向かって県内の病院側とそれに向かっ

て努力していくというスタンスになると思います。

小林部会長： ドクターカーがない県はあるのですか。ないところもある

のかもしれないですが、必要だからみんな使うんじゃないの

ですか。

事務局 ： 実際、導入してない県も、これも２回目の資料で提出させ

ていただいてるんですけども、回収率が７０％で、３３都道

府県からの回答ですけども、うち１３都道府県は未配置とい

うことの結果も出ております。ただその未配置の都道府県に

おいても、配置の必要性があるのかないのかというところで

はなく、恐らくその配置できるドクター・運用できるドクタ

ーがいないとか、奈良県と同じような状況なのではないかと

は思いますが。

小林部会長： 常識的に考えれば欲しいですよね。あるに越したことはな

いですね。

事務局 ： はい。

小林部会長： しかし、それが運用できなくて車庫に入ってたんじゃ、そ

れは何の活用にもならないでしょう。そのために奈良県では、

今の地域性を考えたら２台必要だ。そのために出動回数を考

えたら医者はこれぐらい必要だ、看護師はこれくらい必要だ

という大体の案が今回出ましたよね。そうしたらこれをどう

いうふうに持っていくんですか。看護師部会にまたこちらか

ら提案するんですか。看護師をスキルアップし、人員を配置

するための努力をしろとか。どういう形でこの提案を、現実

味を持たせるんでしょうか。ただ提案して、ドクターカーが

欲しいと言うだけなら、２回目のときの議論でも欲しと言う

結論ですよね。欲しいけど一応ワーキンググループでもんで

みましょうということになったわけです。
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事務局 ： 必要性があるかどうかについて、ワーキンググループで検

討していただいて、今回必要がありますねという提案をいた

だいたところですので、それに向かって努めていくというこ

とになると考えてます。

小林部会長： 私としては中途半端なんですよ。いつからやるのか。具体

的に何が変わるのかというビジョンはちょっと見えないんで

すよね。それは提言として２台必要です、北和と中南和に１

台ずつ置いてください。そうすると、医者がこれだけ必要で

す、看護婦がこれだけ必要です、毎日１台ずつ稼働してるで

しょうという見通しは大体出ました。それで終わりですか。

武末委員： ２台望ましいということはいただきましたし、それに向け

て目指していかないといけないというご提言をいただくこと

は、この部会としてですが、じゃあ実際２台運用できるかと

いうところのハードルについては、小児科医の確保とか、看

護師の確保とかいう問題がありますので、それが今時点で、

じゃあこの部会でそこまで踏み込んで提言できるかというと、

ちょっと難しいと思いますので、まずは２台は必要である。

あとどの程度実現性があるかというのは、やはり県と関連す

る医療機関で協議をしながら、１台なのか２台なのか、とり

あえず来年の話なんですけども、そこは具体的には県と医療

機関との協議に委ねていただければと思います。もちろん、

２台を目指すというところは明確に受けとめさせていただき

ます。

小林部会長： それならば、去年の１１月に、既に９項目の対応策という

のが出てますよね。あれはやるべきことなんですよ。ドクタ

ーカーの整備というのは既にやるべきことというふうになっ

てますよね。だから当然、ドクターカーは配備するという前

提でもう１年もたってるわけですよ。具体的にどうやって運

用できるのですか。

武末委員： もちろんそうなんですけれども、ここで言えばこの１年間

何を議論してきたかということなんです。皆さんの中で、必

要であるというコンセンサスはあったんでしょうけども、そ

れが行政的に言いますと残念ながら予算要求できるほど十分

な説明になってなかったということで、部会でももんでいた

だきましたし、この１年間十分な議論をしました。別に異論

を申し上げるわけでは全くございませんけれども、一部、例
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えば行政的に、ある方に聞くとそこまで要らないよと方もお

られたりとか、本当に行政としては、部会として必要だと言

われてもですね、実際いろいろなご意見もありましたので、

やっぱりそこはきちんと、ここではもう一回１年間検討して

いただいて、再度結論をいただくというのが、この１年間の

取り組みだったと思います。

小林部会長： わかりました。ただ去年の９月に始まった検証会は１１月

に報告書が出ましたね。あれは行政として検証会を通して奈

良県で何を変えていかなければいけないか、代表的な９つの

項目を提案したわけですね。あれはもうやるべきというスタ

ンスで、外部へアピールしたわけですよね。だからやらない

といけないんですよ。それはもう決まっていることじゃない

んですか。ここでやるのは、奈良独自のビジョンを示すこと

です。大阪がこうだから奈良もこうでいいと、それじゃあい

けないと思います。やっぱり地域性というのは大事です。ド

クターカーを配備するということは、提言の項目として、９

つのうちの１つに上がってるので、当然それは県としてやる

べきことであるというスタンスでスタートしてるはずです。

ここはもっと現実味を帯びて、こうやったら奈良県ではでき

るということを提案しないと、事務的な話で終わってしまう

ような気がするんで

すよ。心配なのは、次に話をする周産期の体制にしても、

文章で書いたことが現実味を帯びなかったら、これは絶対改

善しませんよ。今までどおり、今までの繰り返しをするだけ。

何の進歩もない。言葉ではいいことを書いてもね。全く進歩

しないですよ。そのためにどうするかということを、ここで

やっぱり提案しないといけない。そうしないと奈良県は進歩

しない。

１年間でこれだけ進歩したんだから。ほかの都道府県

が奈良県をまねするようにすればいい。ほかのまねをしちゃ

いかんですよ。

武末委員： 具体的に導入するに当たっての問題点、具体的には多分ド

クターカーに乗る小児科医の確保をどうするのかとか、周産

期母子センターにおける看護師確保をどうするのかというの

を、この部会で出していただけるということでしょうか。

小林部会長： それは看護師部会、医師確保部会でやるべきでしょう、こ
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こじゃなくて。そのために次長がいるわけですよね。横のつ

ながりをちゃんと透明にするために。

武末委員： では、看護師部会に持っていくとして、では１台導入する

に当たっては、看護師が何名で小児科医が何名で、望ましい

２台を導入するに当たっては、小児科医が何名で、看護師が

何名必要ですという。

小林部会長： 望ましいよりも、最低限これだけは欲しい。

武末委員： 具体的な数字を上げていただいて。

小林部会長： これだけいないと動きませんと、ドクターカーを整備して

も動きませ んと言う正確な情報を提供しましょう。

武末委員： それに、その数字に向けて、小児科の部会であるとか、看

護師長部会の方に、その確保をするためにはどうすればいい

のかというのを、じゃあそちらの部会の方に持っていくとい

うのではいかがでしょうか。

小林部会長： ぜひそうしてください。そこで検討してもらって、我々が

またその意見を聞いて、これが現実可能なことなのかどうか、

その辺をやっぱり判断をしないといけない。

武末委員： 具体的な数字を、必要な人員の数字を出してもらうという

のは、むしろこの部会で出していただければと思いますが、

私がちょっと勘違いしたというのは、それをいかにして確保

するのかという議論までここでされるのかなと思ったので、

そこはちょっと違うのかなと思っておりましたので。そこは

先生と私の認識は共通だということで、確認できたと思いま

す。

小林部会長： それと、どれだけ需要があるか、本当に早剥と診断したら

みんな出かけていくのかどうか。今までは高次病院へ救急車

で搬送し、ドクターがついてくる場合もあるし、看護師がつ

いてくる場合もあるし、助産師がついてくる場合などいろい

ろなケースがあると思います。しかし、今までこちらから出

かけていって処置するということは、奈良県では多分なかっ

たんですね。

赤崎委員： 大昔ですけども、ＮＩＣＵの先生がみずからの判断で蘇生

の道具を持って蘇生に行かれたことがあります。

小林部会長： 例外的な場合ですか。産科の医師なんですか。産婦人科の

医者が行 くことはまずないですよね。

潮田委員： もう今その制度なくなったかどうかわからないんですけ
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ど、名古屋でそういうことが、新生児科の先生が１人ないし

２人とって、出産のある場所に行って新生児の方のケアをさ

れたと、しているというシステムは聞いたことがあります。

高橋委員： 実際にですね、これまで僕二十何年やってるんですけど、

そういう、本当ににっちもさっちもいかん状態でのことだと

思います。救急車呼んで蘇生道具持って飛んでいったことあ

ります。だけど実際には搬送車がなくてですね、非常に困っ

たことも多々あります。それは救急車を呼んでも救急車の管

轄などで、そこに行けない場合もありました。いろいろな諸

事情があってですね、難しいこともありますので、やはり県

内にそういう新生児専用のものがあればですね、非常に助か

るというのは間違いのないところだと思います。ただ、先生

の言われるように、現在そのＮＩＣＵも満床なので、行って

連れて帰ってきて時に自分のところに収容できるキャパシテ

ィがない。ＮＩＣＵの余力ではないですけど、ベッドの確保

がまず一番と考えます。もちろん非常に重症の場合はすべて

受け入れています。どんな場合でも無理してでも受け入れて

いますが、やはりそのベッドの余力をまずつけるためにも、

看護師の増員ですね、まずそれは最初に優先されるべき内容

かとは考えてますよね。みんな少しでも改善するために、必

要性に関してはそういう認識で、それなりの数字をくれると

思っております。

小林部会長： そのほか、いかがですか。委員の先生方。

潮田委員： ２台必要、そのとおりだと思うんですけど、実は何年か前

にですね、ＳＡＲＳがはやったときに、奈良県感染症、大学

の中に感染症センターできましたね。そのときＳＡＲＳの、

患者運搬用の車を導入されたはずですけども、あれ実際動い

てますか。動いてなかってもそれがあるということが、周産

期のために必要なことなので、財政的なこともあるでしょう

けども、奈良県の地域的なこと考えたら、北と南に１台ずつ

必要だということは、私もその線で検討していただきたいと

思います。以上です。

小林部会長：ありがとうございました。よろしいですか。

方向性としては、少なくとも行政としてもドクターカーやド

クターヘリの整備はもう対応策の一つとして挙げているわけ

ですから、やはり必要であると。我々も、運用面に関しては、
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これはもう早く解決といいますか、整備していかないと、本

当にドクターカーはあっても動かないという状況になってし

ますので、それだけは極力避けなきゃいけないと思います。

恐らく県民には、ドクターカーが整備できました。また安全

・安心の医療が提供されますよということをアピールするで

しょう。それに向けてもやっぱり、我々は情報を正確に公開

して、ちゃんと人員確保もしないといけない、そういう運用

の面で多少不安は残りますけども、反対の先生はいないとい

うことなので、委員が意見を一致させて、ドクターカーの整

備に向け、部会として県に要望するという形でまとめさせて

いただきたいというように思います。

１時間以上たってしまいましたので、次の議題に移りたい

と思いますけれどもよろしいでしょうか。

次はですね、またこれもいろいろ問題もあるんですけども、

奈良県の産科医療体制についてということでございます。も

う一つの大きなテーマで、今まで２回周産期医療部会を開催

いたしまして、いろいろな問題が出てきまして、前回も、中

期的なビジョン、すぐにやらなければいけないものに分けて

話をしてきましたので、その辺も含めて、事務局から説明お

願いします。

事務局 ： お配りさせていただいております資料２をお開きいただき

ますようにお願いいたします。

今年の８月に県内の各分娩を取り扱っておられます医療機

関さんに調査をさせていただきました。平成１９年の施設別

分娩件数を記入した上で、施設別の適正の月間分娩数と、最

大月間分娩数をお伺いしております。なぜ２つを聞いたかと

申し上げますと。施設として適正な分娩数が幾らあるのか、

あと、頑張ればどこまでできるのかというご意見等もありま

して、前回その位置づけがはっきりしていなかったというこ

とで、適正分娩数と最大分娩数という２種類の聞き方をさせ

ていただいております。

縦の資料なんですけども、病院・診療所別に、各奈良県内

の医療圏、奈良医療圏・東和医療圏・西和医療圏と、中和医

療圏・南和医療圏がありますが、南和医療圏には診療所が１

つしかございませんので、中南和という形でまとめさせてい

ただきました。
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それに対し、平成１９年度のそれぞれ分娩件数と、月間適

正分娩件数、月間最大分娩件数に、単純に１２を乗じた数値

を年間適正分娩件数、年間最大分娩件数としております。そ

の上で、一番直近の出生数である平成１８年の出生数との差

を出しております。それぞれの医療圏ごと見ていただきます

と、奈良で申し上げますと、平成１８年度の出生数２，８４

５に対しまして、施設別の適正の年間分娩数３，０１２、最

大の分娩数３，３１２というような形で、それぞれ出生数の

差が１６７、４６７となっております。ただ最大の年間分娩

数というのはあくまで、その施設で最大可能な、長くは続か

ない一時的に可能な数値というのでありましょうか、一般的

な数ではないと思いますので、適正分娩数というので比較い

たしますと、それぞれ医療圏ごとに、奈良の医療圏で１６７、

東和の医療圏で３６２、西和の医療圏で３６８の余裕がござ

いますが、中南和の医療圏では５４５件不足しているという

ような形になっております。特に南和の医療圏では出生数が

４９２ございますので、南和には１つの診療所しかなく、ほ

ぼ賄い切れてないため、中南和で５４５の出生数との差があ

るということになっております。奈良県全体としては、３５

２の余裕はあるんですが、やはり地域的な問題もございます

ので、それぞれのエリアごとというような形で表記をさせて

いただきました。

続きまして、資料３ですが、これは先日行われました、第

３回の看護師等確保部会の資料の、検討の方向性のデータで

ございます。この中で下線を引いております、助産師職能の

有効活用と県内の周産期医療体制の整備のため、助産師に対

し検査技術等の向上のための研修を実施する必要がある。と

いうところが出ておりまして、今後分娩におきましては、医

師だけではなくて、やはり助産師の活用も視野に入れた検討

が必要なのではないかという提言が出ておりますので、それ

もあわせて資料とさせていただきました。

資料の説明は以上でございます。

小林部会長： ありがとうございました。資料、まず２の方からいきまし

ょうか。これは地域別出生数及び施設別分娩数の調査という

ことで、各エリアを４つに分けたときのお産の数と、実際に

それをカバーしている分娩数がどのくらいあるかと、その差
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を見てるものですね。これは前回の調べた資料と比べて、大

きなずれはありますか。

事務局 ： 前回の資料と比べましても大きなずれはございません。や

はり前回も南和地域におきまして、足らないというような結

果が出ていましたが、今回もやはり同じような形で、中南和

地域におきまして出生数の差が出ておるというというような

結果でございます。

小林部会長： わかりました。前回、平岡先生の方からもいろいろなご質

問ございましたけども、その点は平岡先生、いかがですかね。

平岡委員： この中で、東和及び西和の方につきましては、平成２１年

の見込みというのはどのぐらい予測されておられますでしょ

うか。もっとはっきり具体的に言いますと、ちょっと病院の

名前挙げて失礼ですけど、済生会中和はお産もう扱っておら

れませんし、県立三室病院も報道のとおりであれば、４月以

降お産は扱わないということです。さらにこれから減るわけ

ですね。この３６２とか３６８いうのは、私は大き過ぎる数

字だと思っておりますのでね。

事務局 ： ８月時点で先ほどの調査したということで申し上げました

とおりですが、８月の時点で済生会中和病院につきましては、

分娩を中止しておられますので、平成１９年度の分娩実績と

しては含まれておりますが、施設別の適正年間分娩数の数値

には入っておりません。あと、県立三室病院については、今

も決定してるということではないため、数値として含んでい

ますが、具体的には約２００という数が出ておりまして、こ

ちらの２００を引きましても、奈良医療圏と同じぐらいの１

６８程度の余裕があるというような結果になっておりますの

で、補足をさせていただきます。

小林部会長： わかりました。より具体的な数字が出てきたようですけど

も、ここで見るのはやはり最大月間分娩数というのはちょっ

と置いておいて、やっぱり適正年間分娩数ですね。これ以上

医者に頑張ってもらってどのくらいできるかということはち

ょっと置いておきます。適正年間分娩数で見ますと、中南和

が５００人以上足りない。ベッドが足りないといいますか、

お産されている方が中南和からほかの施設へ移動してるとい

う実態ですね。中南和といっても確かにそのエリアが広いで

すよね。一律に北和と比較するというのは非常に難しいんで
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すが、少なくともこういう実態があると、やはり何とかしな

いといけないというのは、委員の各先生方、皆さん共通した

認識だと思うんですが。

平岡委員： 武末次長さんにお伺いしたいんですけど、奈良県のこの各

地域、４つに今一応分けておられますけど、各地域の妊婦さ

んの需要を満たすため、県としてどのように全体をお考えか、

それを教えていただきたいんです。私たちは一医療機関の立

場からは意見はありますが、全体からは眺めてるわけではあ

りませんので、お願いいたします。

武末委員： 分娩の可能な能力ですが、これは非常にギリギリのところ

であると思っております。ですから、もう少しゆとりを持っ

た分娩能力を、県全体としてはつくっていかないといけない

のではないかなと考えています。

平岡委員： 具体的に言えば、この中南和はマイナスが出てるわけです

ね。この地域の妊婦さんに対しては、県としてはどういうふ

うにしてあげるというような、方策はあるんでしょうか。

武末委員： そうですね。南和で何をするかということではなくて、県

ですので、県全体としてきちんと底上げをして、その中でカ

バーしていくというのが一つあります。

平岡委員： 具体的に言えば、この中南和の住所がある方でも、奈良市

なんかに実家とかある方は、私たち北和圏の方に通院されて

いる妊婦さんは現実にたくさんいらっしゃいます。そのよう

に、それは個人的に、自分でやってるわけです。そうでなく

て、行政の方から何らかの対策を講じていただけないでしょ

うか。

武末委員： それを講じるためにこの委員会を設けて、皆さんの意見を

賜ってるというふうに思っています。

小林部会長： 確かに、ここでその方向性をやはり提案しないことには、行

政も動きにくいんじゃないかと思います。

もう一度、先生方の記憶といいますかそれを明確にするた

めに、第２回目で現状と問題点が出ました。それに対する施

策及び対応策の方向ということで

中期的な方向、胆略的な方向というものが出ました。もう一

度確認のために読ませていただきます。

現状と問題点に関しましては、県内の分娩取り扱い病院が、

平成１６年の１６医療機関から、ことし１０医療機関に減っ
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たという事実があります。１６から１０になった。

ハイリスク妊婦に対応できる医療機関が実質的に２箇所し

かない。 総合周産期母子医療センターを開設したが、看護

師不足のためＮＩＣＵ部門がフルオープンできていない。

県外への母体搬送が依然として存在する。１４５名受け入

れ、４２名県外搬出。

安全な新生児搬送を行うためのドクターカーが未整備であ

る。

ＮＩＣＵ及び小児病棟に長期入院患者が入院しているが、

受け皿の一つとなる重症心身障害児施設のこれも看護師が不

足しており、受け入れが困難となっている。

産婦人科一次救急を２箇所で実施する予定であるが、１日

平均患者は１箇所当たり１．１人。

ハイリスク妊婦搬送コーディネーターの配置が進まない。

というのが現在の問題点です。

これを受けて、周産期医療提供体制をどうやったら構築で

きるのか。中期的なビジョンは、去年の８月に、先ほどの検

証会の報告書が出ました。更に、今年２月に策定した周産期

医療体制の整備基本構想に基づいて検討を進めている。その

進行の方向を考えるためにこの部会が設置された。さらに中

長期的な方向としては、先ほどのＮＩＣＵから在宅や重症心

身障害児施設との連携ですが、これを確立しないといけない。

それから産婦人科及びＮＩＣＵ担当の医師確保、誘導を行う。

これは医師確保部会と連携するということでありますが、こ

れに関しては、かなり、初期研修医・後期研修医の指導、あ

るいは学生に対する教育を充実するという、ある程度具体的

な意見が医師確保部会から出ていますので、私たちはそれに

向けて努力をするということで、医師確保を確実にしていき

たいというふうに思っています。あくまでもこれは中長期的

なビジョンです。

短期的な方法、これは５つありました。

総合周産期母子医療センターの看護師確保を行い、フルオ

ープンを目指すというのが１番目です。

２番目には先ほどの、ＮＩＣＵの後方病床の確立。そのた

めには看護師不足の解消を目指す。看護師確保部会と連携す

るという内容です。
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３番目は、産婦人科一次救急の実施個所及びコーディネー

ターは、もう一度再検討を要する。

４番目は、きょう、先ほどお話ししたドクターカーの整備。

５番目は、周産期医療提供体制の拡充に向けて、研修をや

っぱり体系的に行っていこうという、この５つが前回のまと

めです。

ですからそれに向けて、今実際にわかったことは、中南和

ではやはり５００人以上お産、ある意味ではお産難民という

言葉は使うべきではないとは思いますけども、足りないとい

うことは事実です。それに向けてどうするか。今、５つの提

案が整備されないと、なかなかこの問題は解決しないだろう

と思います。医師が増えないといけない、看護師も増えない

といけない、提供体制がうまくいかないとうまく流れない。

それは総論的にはわかりました。じゃあそれに向けて、どう

したらいいということで、一番のキーワードはやはり看護師

なんですよ。看護師がやはり補充されないことには、ＮＩＣ

Ｕも動かない、重心施設までの連携もできない。いろいろな

問題が起こる。

ということで今回資料として、看護師部会の方からの提案

が、資料の３ですね、これのポイントを説明していただけな

いですか、資料３をもうちょっと具体的にお願いします。

事務局 ： 資料３のポイントについて、具体的にさせていただきます。

まず認定看護師ということで書いてありますが、認定看護

師等の資格の取得のために要する経費や助成制度を検討すれ

ばいいと考えています。また、それによって、看護師のスキ

ルアップ、あと県への定着が必要だということ、資格を取得

した後の職場におけるキャリアアップの方法について整備し

ないといけない。あと、研修に送り出すために、病院に対す

る、資格に対する支援の必要があるという提起があります。

それにより、キャリアアップに対する支援、あとその辺の負

担についてです。それと職能と書いてありますが、看護師の

中の、助産師の職能ということですが、助産師職能の有効活

用とまた県内の周産期体制の整備のため、助産師に対して検

査技術等の向上のための研修を実施する必要がある。あとは

在宅です、訪問看護師、専門分野の看護師を養成するための

プログラムの実施ということで、看護師の定着とともに、助
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産師の活用を行う必要があると。医師の養成というのはかな

りの時間を要しますが、今現在助産師として働いておられる

方のスキルアップ、キャリアアップを行うことにより、今よ

り以上の医師のサポートができるのではないかというような

考え方で、今、助産師職能の有効活用、今現在助産師として

働いておられる方の、検査技術等の向上のための研修を行い、

その方達を周産期の現場に、第一線で働いていただくことに

よって、ある程度の不足をカバーできるのではないかという

ような方向性が出ております。

小林部会長： ちょっとよろしいですか。この検査技術等の向上というの

は、具体的にはどういうことを想定してるんですか。

事務局 ： 部会で出ておりましたところでは、今現在の助産師という

のは、病院の勤務の助産師ということにまず限らせていただ

きたいと思うんですけども。まずお産の対応というのは当然

やっておられると思うんですが、いわゆる院内助産所、助産

師外来等できちんと対応できるような、スキルを持った助産

師さんというのは、まだまだ少ないと。その辺をですね、ス

キルアップすることによりまして、院内助産所もしくは助産

師外来等を推進していくことにより、医師の負担を軽減する

とともに、助産師のモチベーションを高めていく必要がある

というようなことの方向性が出ております。

小林部会長： そうしますと、現在助産師として働いている方がいますね、

その方を増やすのではなくて、その方々のまずスキルアップ

を第一段目にしましょうということですね。第二段としてそ

の数をふやしましょうということになるんですね。

事務局 ： そうですね、まず今いておられる方のモチベーションを上

げる必要がある。それを見ておられる看護師さんが、また助

産師資格をとりたいなと考える。産婦人科もしくは周産期の

方で働いておられる看護師さんが助産師を目指したいという

ような形で、さらに輪が広がっていって、人材の確保さらに

キャリアアップの方が望めるのではないかという、検討の方

向性となっております。

小林部会長： はい、ありがとうございます。少し、現場の先生から意見

を伺いたいんですけども。スキルアップをすることが、看護

師の数をふやすということと相関するんでしょうか。よくわ

からないんですが。例えば、赤崎先生いかがですか。その辺
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現場で。

赤崎委員： 他の病院で就職されてる助産師が、その産科病棟閉鎖のた

めに他科の病棟勤務になってしばらくして、やめられて、私

のとこに再就職されるような方がいらっしゃいました。それ

で何が問題かと言いますと、一旦分娩を扱う業務から離れて

るので、怖い。もうベテランですけども、そういうことをお

っしゃいます。したがって今スキルアップというのは、直接

ちょっとつながらないかもわからないですけども、技術とい

いますか、その環境を維持するという、離職された方におい

ても再就職しやすいということに対しては母集団が広がると

いうことにつながると思います。

小林部会長： ではそうすると、女性医師で一度現場を離れた先生が、も

う一度復帰しようとしたときにもやはり同じ問題ありますね。

それをいわゆるトレーニングセンターではないですけども、

そういう形で提供していくということがやっぱり一番大事な

ことですか。継続するには何が足りないんでしょう。スキル

アップした方がいいですか。

赤崎委員： これはちょっと難しいと思いますけど、私感じるところは、

本人のモチベーションだと思います。

小林部会長： 本人のモチベーションが上がる施設と、上がらない施設、

そこでモチベーションを持ってやっていきたいといいますが、

この地域で根づいていればやめないような気がするんですけ

ど、大勢やめてしまうというのはどういうことなのでしょう

か。

赤崎委員： こういう公な会議で、すごく現実的な話で申しわけないん

ですけども、それぞれの人生観があります。結婚されて出産

されると、家のマネジメントがあります。やはり家に重点的

になるとかですね、そういうようなこととかですね、やはり

独身でいつもフリーな時間で仕事に燃えてるというような助

産師に比べますと、やはりちょっとしんどいからというよう

なこととかですね、気持ちが前に進まないということで続か

ないということがやっぱり原因としてあります。スキルアッ

プということが母集団を広げるという直接にはつながらない

ですけども、やはり母集団をですね、まず広げていただく、

採用される助産師ですね、やはり集めていただかないと次進

まないと思いますので、それとプラススキルアップを同時並
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行していただければいいかと思います。

小林部会長： 同時に進行しないといけないという問題もたくさんあると

思います。

どうぞ先生方もご意見お願いします。

岡橋委員： やる気のある助産婦はたくさんいるんですけれども、その

選んだ病院によっては、最後のところまでずっとお産を担当

していても、最後のところでは、ドクターがストップをかけ

て、あとはドクターに引き継いで、もう全然助産婦が手を出

せないというような施設もあるのはあるんですね。だからそ

ういうところでは、ある程度の経験を積むと助産師はもう引

き上げてしまうというようなところもあるんですね。私の考

えるところでは、現在いる助産師のスキルアップが、今先生

おっしゃいました、数をふやすこととつながると思いました。

しかし一部そういうこともあるかなとは思うんですけど、大

きくそれがイコールになるのかなというところの疑問は持っ

てはおります。今現在助産師会の方でも勤務助産師がおりま

すので、あともうちょっと第一線へ出ていきたいというよう

なものに対しても、医大の方の先生から蘇生のお誘いを受け

たりとかして、助産師会でもスキルアップの講習会とかはい

っぱいやってはいるんですけれども、中にいる者のスキルア

ップにはなるんですけれども、潜在でいる人たちをどう拾い

上げていくかということは、知り合いの者に声をかけていく

という、本当に消極的なやり方しか今のところできていない

というのが現状です。

小林部会長： その潜在、いわゆる現場を離れている、資格があっても離

れている方というのは、何があれば復帰していただけるとい

う、条件というのは何なのか、情報お持ちですか。

岡橋委員： でもやっぱり家庭がありますので、子どもたちが見れるか

どうかという、その辺のこと、それは女医さんも同じかなと

思うんですけど、あとやっぱり大きなところでは、お産とい

うのはずっとやってなくて、長いキャリアを持ってても、や

り始めるのはとっても怖いので、そこでさっきおっしゃいま

したような、そこでスキルアップというのはとても大きいこ

とだとは思うんですけど。長く離れてると怖いというのは、

大いにありますね。

小林部会長： やはりスキルアップをできる場を提供する。それから、勤
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務場所ですねやっぱり提供するということと、と同時に例え

ば２４時間保育や病児保育を確立しておいて、いつでも受け

入れられますよというようなシステムを構築して、それを両

方でバックアップしないと、やはり数がふえていくことは難

しい。

岡橋委員： それと、あと本部の方でも何年か前は潜在助産師の名前を、

各県何名いるというのをくれたことがあるんですけど、今は

情報公開、いろいろプライバシーのこととかもありますので、

なかなかそういうのは上がってこない状況というのもありま

す。

赤崎委員： 私のところには、あるところから場所を移らないかという、

直接電話がかかってきたりします。ちょっと、今度かかって

きたら公表をしようかと思います。

小林部会長： その方は非常にすばらしい能力をお持ちの方なのでしょう

ね。

赤崎委員： これは明らかに、名簿を見られて、勤務してるところを押

さえて、その相手に直接話をして、そこをやめて来ないかと、

そういう電話です。母集団が変わらないのに、そういうこと

をやっていっても、同じことが別の場所で起こるだけです。

小林部会長： 場所が変わるだけならいいんですが、県外に出てしまうと

困るんです。非常に心配するのは、例えば、確かに資料の２

を見ますと、中南和地区が５００人以上足りない。そこで潜

在助産師をやっぱりトレーニングする場を提供する。そうい

う場所ができれば、ドクターなりナースなり助産師が指導で

きます。しかし、認定看護師でも専門看護師で助産師でも、

奈良県で育ててもらってスキルアップしたら、じゃあありが

とうございましたと県外へ行かれたら、これどうしようもな

いですよね。やっぱりそこへ定着してもらわないと、幾らス

キルアップしても、もっといい環境のところへ、流れてしま

う。そのスキルアップだけさせて流れていったら困ります。

ですから、やはりその全体の数をふやす、スキルアップする、

そのためのバックアップも同時に行う。そのバックアップの

中には、そこに定着して、長く働いていただける環境をやは

り提供しないといけないと思います。やはりそれはここだけ

ではなくて、看護師確保部会である程度の具体的なビジョン

を出してもらいたい。確かに今回の資料を見ますと、それに
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沿った内容は若干あると思うんですが、まだ総論的な内容で、

例えば２番目には院内保育、病児保育、２４時間保育、学童

保育等の体制整備も必要というふうに書いてあります。具体

的にじゃあどうやってこれをつくってきたらいいのかという

ことは、その方向性は出てるんですが、具体的なことが書い

ていない。さらに最後のところでは、医療において福祉施設

の果たす役割の重要性や人材確保が困難であることを踏まえ、

看護師等確保対策の検討の中で、福祉施設における看護師確

保方策を反映させることが必要であるとあります。確かにそ

うなんです、だから、ＮＩＣＵの問題にしても周産期の問題

にしても重心の問題にしても、やはり行き着くところは、看

護師とか助産師不足ということになってしまう。近い将来、

中南和地区で安心・安全なお産を提供します。そのために助

産師のトレーニングする場を提供しました。県は一生懸命や

っています、県民の皆さん安心してくださいということにな

る。そのためには先ほどのスキルアップをし、奈良県へ定着

して安心して仕事をしていただける環境をやっぱりつくらな

ければならない。そうしないと、先ほどのドクターカーの問

題にしても、ハードができても動かないということになって

しまうので、それを真剣に我々が中期ビジョンではなくて短

期ビジョンとして出さないと話が進まないような気がします。

余りここでは看護師部会の話をしてもいけませんが、中南和

地区ではお産できる施設が減ってるということは紛れもない

事実です。

赤崎委員： いつも、その看護師・助産師確保のためにですね、具体的

な話を、私自身なりの経験でいいますといつも怒られるんで

すけども、看護大学にしましても、大体の方は卒業されたら

実家に帰られます。県費を使って、なおかつ実習は、大学も

そうですけども、我々のところに来られまして、コストもな

しにそれを受け入れて、結局終わったら就職は実家にとか、

他府県に流れて行かれるということがもうほとんどですから、

養成時に足かせを履かせていただくということが一番だと思

います。そうやって、県内就職であれば、例えば学費を少々

安くするとか、何年間働けば学費免除とか、そういうことを

していただくのが、短期的に見て素早い補充につながるので

はないかと思います。私立の助産学科の、講義行ったり実習
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を受け入れたりしてますけども、そこにお願いしても、結局

卒業すれば皆大阪に行くと言っておりました。卒業して私の

ところに１人来ておりますけども、やはり皆大阪に出ていっ

てしまっているということを言っております。

小林部会長： 何が違うんですか、大阪に行くというのは。

赤崎委員： 給料でしょうか。

小林部会長： 給料ですか。

赤崎委員： 少なくとも私のところでは、常勤ですと１月１１日休めま

すので、休みは十分です。コスト平均から、年間の支給額か

らしますと、これも別に決して少なくはないですし、よくわ

かりません。

小林部会長： もしそれが本当にベースにあるとすると、スキルアップし

たら大阪 へ行っちゃうんじゃないんですか。

岡橋委員： 今の看護師部全体に言えるんですけど、二、三年でみんな

変わっている傾向にあるようです。

小林部会長： 働く場所が変わってるんですか。

岡橋委員： はい。

小林部会長： どのくらい変わるんですか。半分くらい変わっちゃうんで

すか。

岡橋委員： 変わると思います。もう十何人いても二、三年たったら数

人しか残っていないとかいう、大きな病院でもそういう状態

です。大阪の大きな病院でもそんな状態ですね。

高橋委員： 私も奈良医大の短大のころから、助産学科ずっと教えてき

たんですが、実際今の話を聞いていても、助産師が奈良県内

で一旦就職されてから退職している数とかの現在のベースラ

インがわからないので、今のお話でどの程度、例えば五百程

度お産をするのに、助産師が実際あとどのぐらい必要とかが

つかめないので、医師は確かに不足してるんですけど、その

辺のデータというのはどこか把握されてるんですか。

何故かというと、私が助産師たちを毎年１５人教育してて

も、大学に残ってくれるのは１人ないし、いいときは２人で、

場合によっては最初はいたのが退職している。その多くは研

修いわゆる実習が出来ないということです。実際に奈良医大

は大学でありながら奈良医大附属病院で実習できない。多く

は外の病院で実習されてる。そのうちにいろいろな、郷里が

大阪にあって行かれるかもしれないが、やはりその研修施設
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で残っていこうという環境づくりも大事だし、それを受け入

れられるだけのキャパシティが、やはり必要かなと思います。

新生児科医で予算書のことどうこう言えないんですけど、実

際教えていた子どもたち、そのときの学生達が大学にふと見

ると残ってないという、非常に悲しい思いをするものですか

ら、実際その子たちはどこで何をしてるかというのも把握で

きてないですけど、どのぐらい奈良県におられるのかという

のもわからない、今の話聞いてて感じたんですけど、実際産

科の先生方とか助産師会では把握されてるかもわからない。

小林部会長： その辺は看護師部会でデータはあると思いますが。出入り

といいますか、卒業した人がどこへ行ってるかとかわからな

いのですか。

事務局 ： 助産師さんのデータというのは、ちょっときょうは手元に

持ってきてないんですけれども、看護師さんのデータで言い

ますと、平成１９年に卒業された、看護師養成、県内の看護

師養成所を卒業された学生さんの県内への就職率というのは、

大体５７％で、県外へ１８％の方が就職をされてます。残り

は、２５％は進学等その他ということで、上位の学校行かれ

たりということはあるんですけど、県内と県外の比率、看護

師さんだけに限っても５７対１８ということで、相当の比率

の方が県外に就職されているというのは事実でございます。

小林部会長： 思った以上に残ってますよね。６割でしょう、６割残るん

ですね。新たに戦力になる数というのは何人くらいですか。

事務局 ： 済みません、ちょっと学生数は手元にございません。申し

わけありません。

小林部会長： ６割、かなりの数になるような気がするんですけども。し

かし、今の先生方のご議論を聞いても、スキルアップと同時

にやはり数をふやす。数をふやすためにどうすればいいのか。

どう提案していったらいいのか。

潮田委員： 現在はお産やっておられない先生がいらっしゃいまして、

そこの助産師さんがずっと非常に長く続いてるので、一度理

由をお聞きしたことがあるんですよ。奈良県内の先生ですけ

ども、どうして先生とこの人、みんな長く続いてますねと言

ったら、彼はよく知らなかったんだけども、どうもうちの給

与水準が非常に高いらしい、だからやめないんだと。逆に、

やっぱり給与水準のことがあると思います。それともう一つ
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は、先ほどおっしゃいましたけど、５７％の看護師さんが奈

良県に残る。例えば奈良医大の医師も今のデータは知りませ

んけど、以前は約奈良県の出身者が１０％以下であっても、

卒業時に奈良医大に研修生で残るのは新研修制度以前の時は

６０％から６５％だったんです。だからやっぱり一つは給与

と、もう一つは働きやすい環境、確かに助産師さんとか看護

師さんみんなおっしゃいます。それから女医さんも言います

けども、別にそんなにお金をめちゃくちゃ、非常に高く、高

いにこしたことはないけど、本当は結婚して出産してもいろ

いろなことを気を使わないで働ける環境があれば、別にそん

なに給料は、高いにこしたことないけれども、非常に高額に

ならなくてもいいという、皆さんそうおっしゃいますけども。

ドクターにしても産婦人科の医師にしても、看護師さんも、

本当は、私は確保できるできないというのは、理由は同じよ

うなことだと思います。例えば、県の人を前にして悪いんで

すけども、やはり公立病院の医師であっても、今の給与水準

続けるならば、私は特例でアルバイト認めてもいいんではな

いかと。そうすると産婦人科関係でもかなり、小児科でもそ

うでしょうけども、かなり研修医の間が楽になるんじゃない

かなと、その病院にとっても楽になるんじゃないかなと思い

ますけども。以上です。

小林部会長： ありがとうございます。実際に、中南和地域でお産できな

い妊婦が五百四、五十人でしたね。この方々を助産師にお産

をとっていただく。この五百四、五十人というのは、いわゆ

る正常分娩がかなりを占めるわけですから、その規模で今、

ちょっと浮かんだのが、社会保険病院が今５５０くらいのお

産で、助産師が３１人いるんですよ。非常に多いです。それ

でも助産師外来をできるのが月５人と言っていました。つま

り助産師外来をやると２４時間拘束になるので呼び出しがあ

る。そうすると、外来で見た妊婦さんを、自分がお産をとる

というのには、複数の人間が必要になってくるということで、

お話を聞いた限りでは１割くらいしかできない、それでもス

キルアップなりそういう、自分で妊婦の管理をして分娩まで

立ち会ってということを考えると、やはり３０人規模の助産

師が最低必要になってくるんじゃないかと思います。それだ

け人数がかかる話なので、かなりの助産師の数をトレーニン
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グしないと、なかなか現実味を帯びないような気もしますが、

ただそこでとまっていたら、この問題進みません。やはり実

数が出てきたということ、看護師部会からそのスキルアップ

の話と、それからそれをバックアップするために２４時間保

育、病児保育、学童保育、院内保育ということが２番目のテ

ーマとして出てきて、これはそういう意味では離職しないよ

うなバックアップは少しは確保できる、少しは前進する方向

にいくのではないかと考えると、やはりそういう場所の提供、

人材の提供、教育する指導者の提供というのを、どこかが責

任を持ってやらないといけない。それがないと助産師・看護

師も集まらない。集まらなければ物事が進んでいかないとい

う構図が、私の頭には見えてきました。周産期医療で我々が

話をしてきた中で、やはり役割分担というのも非常に大事で

あって、少なくとも産婦人科に関しては、できるだけ小児科

の先生と連携しながら、例えばこの病院は産科だけがありま

す、この病院は小児科だけありますというのは、できるだけ

避けなきゃいけない。そのために、やはり産科と小児科、周

産期科は連携しないと、なかなかいい方向に向かっていくこ

とが難しいんじゃないかと思います。やはりそのために、周

産期センターとしての基幹病院と、協力型病院の医師、看護

師、助産師を含めて、やはり連携しないといけないというこ

とが、一つ大きなテーマになります。そのために、やはり今、

産婦人科医会の方でもやはりローリスクを扱う病院それから

ハイリスクを扱う病院というのは、おのずと役割分担という

のが大分整備されてきています。一方大学では、できるだけ

大学の若手医師をふやす。ふやしたところで基幹病院から協

力型の病院へのバックアップをする、そうしないと常勤の勤

務医の先生が疲弊してしまいます。それを我々は目指してい

ます。ですからそういう意味では、それをサポートしてくれ

ている一次輪番体制が進みました。まだ１年たっていません

ので、実数はわかりませんけれども、例えばうちのスタッフ

の生の声を聞いてもですね、きょうは一次輪番はここですか

ら、どうぞそちらに行ってくださいと言うと、患者さんはそ

ちらへ行ってくれます。そうするとその分だけ負担が軽減し

たことは事実なんです。その分ハイリスクに集中できるとい

うことは事実だと思います。もちろん中南和地区ではまだ５
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０％しか動いていませんから、その分一次輪番がない日は、

やはり大学へ来るとは思いますが、やはり負担軽減はそれな

りの成果があったというふうに考えます。こういう整備を進

めていくと同時に、今度は専門職といいますか、やはりこの

システムで、ここは正常分娩を扱う場所、そのために、現場

を離れた助産師を掘り起こして、そこでトレーニングをして、

１人でお産がとれるような、そういう自信を持って、アクテ

ィブに動いてくれる人が増えていったら、これはその方が例

えば近隣の地域へ行ったとしても、奈良県で働いていてくれ

れば、それはもう一つの母集団の中の一員として活躍できる

わけですから、非常に有効な動き方ができるんじゃないかと

思います。スキルアップすることで本当に定着・増員するか

という問題がまた別にあるとしても、その定着・増員するた

めのバックアップですね、それをだれが、どこで、いつする

か。これも大きな問題になります。病児保育や学童保育をす

るためにも、すべて公的な、例えば行政が全部それを面倒見

るというのも、それも大変だろうし、かといってじゃあこの

病院でやってくださいと指定されても大変だろうし、何かそ

こは知恵を出し合って、うまくバックアップできるようなシ

ステムを構築していくプランを短期ビジョンとしてこちらか

ら出していかないと、恐らくこれは後手後手に回ってしまう

んじゃないかという気がします。

かなり、時間も経ってしまい申し訳ないのですが、周産期

医療の問題というのは、いろいろな場所が連携しないといけ

ないし、今、医師確保部会や看護師確保部会からもいろいろ

な意見、提案が出てきました。これを読んでいくと、確かに

それに向けての予算請求みたいな、関連情報というところで

ですね、どのくらいの費用がかかってという、比較的短期的

にできそうなビジョンもあるだろうし、ある程度腰を据えて

いかないとできないようなものも入れてきていますが、少な

くとも私が感じる印象としては、１年前に比べれば大分進ん

でるような気がします。あとは、いつ、どこで、だれがやる

かということを、ここでは恐らく結論は出ませんけれども、

方向性としては、今提案できるような、そういう、３つくら

いのキーワードに分けて提案していくのが一番いいのかなと

いうような気がいたしますけども。
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きょうご発言なかった施設の先生方、いかがでしょう。大

変大きな問題ですけれども、どこか一歩進まないといけない

と思います。悪い言い方をしますと、３年前ならばやっぱり

これはできないよと、行政に言われてました。しかし、でき

ないよじゃなくて、どこまでならできるのという発想が、少

しずつ周産期部会にも見えてきて、ああいう形で提案が出た

ので、それに向けてやはり、ここまではできるという、ここ

までというのを少しずつ積み重ねていくと、比較的大きなパ

ワーになるんじゃないかという気がします。

林先生はいかがですか。

林 委 員： 我々の病院は、ドクターにしましても看護婦、助産師にし

ましても、奈良県出身でない人が結構多いんですね。奈良医

大出身でない人の割合が非常に多い。だけども地方、いろい

ろな大学から研修医の希望者が殺到してきております。です

から産婦人科を初め、非常に奈良県として、疲弊あるいは非

常に貧弱な部門のドクターを特に重点的に採用して、近々レ

ジデントの定員をふやすこととか、あるいは産婦人科・小児

科・麻酔科とかそういう部門を、手厚く合格させることとか

いうようなことを、今検討しているところです。助産師とか

看護師につきましては、当然院内での看護学院もありますし、

助産師課程も５年前に発足しまして、毎年１０人ずつ卒業し

ていきますので、我々の病院としては、ドクターについても

看護師についても、徐々に充実しつつある状態というふうな

ところです。ただ、周産期を本当に県内でリードして皆さん

にご協力できるような体制になるには、小児科、産婦人科、

いろいろな科のすべての部門が充実しなければ事故のもとに

なりますので、今その部門を整備しつつある状態というふう

なところです。ですから、もう少し待っていただければ、も

っと我々の病院としてもこういう問題、周産期を初めこうい

う問題について、もっと、もっと協力できるというふうに考

えています。以上です。

小林部会長： ありがとうございました。もうちょっとというのはどのく

らいの期 間なんでしょうか。

林 委 員： 例えば、医師につきましてもですね、産婦人科志望はほぼ

毎年１人ずつは採用しておりますので。ところが、これはこ

ちらの話ですけど、院内のレジデントが産婦人科に上がって
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きますと、その分また京都大学から１人減らされたりいうよ

うなことがありまして、なかなか充実しにくいというような

ところです。けども、それでも頑張って、恐らく二、三年す

ればかなりご協力、尽力できるのではないかというふうに考

えています。

小林部会長： わかりました。前向きで、非常にありがとうございます。

この部会、恐らくあと１、２回だと思いますので、もし、

時間があれですけども、一方ずつちょっとご発言いただけな

いでしょうか。本日のドクターカーのことに関しましては、

これは整備する方向でということで意見の一致を見たんです

けれども、周産期、提供体制、特に医師確保、助産師確保、

看護師確保、それから短期的なビジョンで、こういう形では

どうだろうかという、何か経験もあったらぜひ、部会の意見

としてまとめたいと思うんですけれども。

平岡先生、いかがですか。一言ずつ。

平岡委員： これは県庁の方から指導していただきたいんですけど、分

娩する場所がないという妊婦さんに対しては、やはり指導を

していただいてほしい。この辺ならまだ何とか奈良県内で出

産できますよとか、そういうふうな何か案内みたいなものを

していただかないとどうにもならないと思います。看護師、

助産師につきましては、県立病院の立場から言うと、待遇が

悪いです。はっきり言うと、給料上げないとさっぱりだと思

います。明らかですので、それは次長さん、医療管理課とも

話し合いして、強力に主張していただかないと、これもどう

にもなりません。私どもの立場から言いますと、来年４月か

ら看護師さんがもし減れば、二次、三次救急から撤退させて

いただくこともあり得ますことを今述べておきます。

小林部会長： そうならないように何とかしましょう。

中島委員： やはり、座長がおっしゃられたように、一つだけ行っても

全体がならないと、医者だけ集まっても看護師がいなければ

成り立たないし、これもすべて医療というのはそういうもの

だと思います。ですから連携と分担ですね。それでやってい

くしかないのかなと思います。

秋吉委員： 私、消防の方ですので、医者とは違いますけど、きのうの

ように東京で医療事故あって、こういうことのないように、

この部会を通じてですね、産科医療体制整備してもらえたら
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消防の方でも助かるなと思ってます。

岡橋委員： 助産師の数ということで、これは直接的に数にふえること

にはならないんですけど、幾つか閉めておられますよね、三

室とかはこれから閉めていかれる方向なのかどうかわかりま

せんが、もし閉められたら次に再稼働のためにということで

置いておられるとかということになるんですけど、閉められ

たとこでもやっぱり、大淀などでも助産師は残ってるんです

ね。その人たちはとてももったいないなと思ったりもします

ので、県であれば異動とかということも可能になるのかなと

思うんですけど、三室なんかにも結構腕のいい助産師たちが

たくさんおりますので、その人たちを異動して働いていただ

けるところ、力出していただけるところへ動かしていただけ

るという方法もあるのかなと思います。

赤崎委員： 助産師に関してですけども、教育、助産師教育現場と、学

生ですね。それと実際に就職した初期教育に、先輩助産師が

指導していただくのはいいんですけども、もっとドクターが

しっかり介入をしてあげるべきだと思います。きめ細かく、

正常はだれでもとれますので、異常に対して、何かはこうだ

と、最終的に責任もそれは医者ですけども、その早期の察知

であるとか、異常に対する情報発信でも早く、的確にできる

ようというのはやはり、我々が助産師をきっちり教育してい

けば、若い助産師はそれなりについてくると思いますし、私

のところの施設においては、奈良医大の助産専攻科の１期生

から順番にずっと１０人ぐらいおりまして、ときには怒った

り、褒めたりという、そういう繰り返しでやってまして、け

どもやはり、共通の認識を持って妊婦を、分娩を見てるとい

うことで、事故発生がない、結果が丸くおさまるという、そ

ういうことでまた喜びがあって、仕事にも意欲をあおるとい

うような、ちょっと努力をしてるんですけども、したがって

私が申し上げたいのは、初期助産師教育に対して、医師がも

っと尽力すべきではないかというふうに思います。以上です。

小林部会長： そうすると今のご提案の中で、各施設がそれをやってくれ

と言っても無理ですね。そうするとやっぱりそういう、トレ

ーニングするような、指導できるようなその場所を確保する

ということですか。

赤崎委員： 設けていただければいいと思います。先ほどおっしゃって
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ましたけども、出産、いわゆる出産のときに医者がそれこそ

すべてを取り扱って助産師は補欠周りになるとか、そういう

ことは一切ないと。異常であればこれは仕方がないですけど

も。

それでもう一つなんですけども、院内で上がってる言葉は、

勉強したいということで、例えば看護学科のですね、大学の

講義にも聞きに行きたいとということを言ってます。そうい

うことが、フリーな、オープンな場になっていただければ、

もっと彼女たちの意識レベルを高めることにつながり、仕事

に対しての意欲も出てくると思いますので、そういうオープ

ンな講義を聞けるようなシステムをつくっていただければあ

りがたいなと思います。

潮田委員： 医師会の立場からお話しさせていただきますと、余りいい

ニュースではないんですけど、私何人か、現在県内でお産を

やっておられる先生でも、近い将来やめたいという先生を何

人か聞いてます。やめられるとまたこれ大変だなと思って、

慰留はしたいんですけども、私自身そんな権利がないですし、

何も約束できない。それから新しく県内で産婦人科をやりた

いという方も何人かお会いして話してるところ、某病院なん

かは就職に来られた方に、いろいろ話してますと、奈良県で

いろいろな、先ほど消防さんがまた、医療事故とおっしゃっ

てた案件、あれは医療事故では私はないとは思ってますけど

も、事例のようなことがあったので、安全性が担保されてい

ない。安全性が担保されていない県では大病院で勤務も、開

業もしたくないという意見をおっしゃった産婦人科のドクタ

ーが何人かいました。だから開業するのは、比較的安全なと

ころ、私自身東京は非常に安全だと思ってたのに、ああいう

ことが起こったんですけども、やはり彼らに評価してももら

えるような医療と、周産期の医療体制をつくることが、これ

から奈良県で開業して、産婦人科開業してもらったり、ある

いは奈良県で産婦人科医として働いていただいたり、あるい

は周産期、小児科、新生児も含めてですね、働いてもらうド

クターをふやすための、一つの、それが非常に重要だと思い

ますので、この会の成果に期待してますし、私もできるだけ

協力を惜しまないつもりでおります。以上でございます。

高橋委員： 小林教授はあと２回、２回という言葉があるわけですけど、
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やはりすぐにこれは解決しない問題も多々あるので、やはり

これは今後もですね。やはり継続していただきたいと。やは

りやったことが検証されなかったらいかんので、この部会が

あと２回で終わるんじゃなくてですね、やはりやった行為が

検証されるまでは、やっぱり続けていただければと。これら

の具体的な数字ができたいうのもすごい画期的なことですの

で、それを考えていただきたいと、検討して考えていただき

たい。これだけです。

小畑委員： 近畿大学の方では、女医もいるんですけれども、実は９月

で１人急にやめました。今４人で私も含めて回しております

ので、そういうのも踏まえて、とにかく女医さん、助産師さ

んなり、スタッフもそうなんですけども、やはり女性の職場

の環境というのを、やっぱり真剣に考えていく必要があるん

だろうと思いますね。それを契機に大学、病院側にも労働環

境を整えるようにして、今強く要望してるんですけれども、

１月から産休明けで１人復帰するんですけれども、やっぱり

保育所がないと無理だといわれています。近畿大学の院内保

育所でも、日勤は見てくれるんですけれども、夜間は見てく

れない。そうなるとどうしても夜間は勤務できないというこ

とで、やはり勤務条件が悪くなり、残されたスタッフの勤務

条件も悪くなって、仕事量がふえてくるというので、今以上

の医療を提供する余力がないということになってきます。こ

こでもいろいろ議論されてますけれども、ドクターカーにし

ろ、この医療体制にしろ、看護師、助産師、医師という、人

材がないと全く進まない状態ですので、そういうスタッフの

人材を確保する労働環境というのを早急に、どの施設でも整

えてくるのが急務ではないかと思います。

箕輪委員： 県立奈良病院の方から３点申し上げます。

一つは今、小畑先生言われたように労働の環境のことです

が、今県立奈良病院のＮＩＣＵは、部長の僕を含めて４名の

定員と研修医の先生１名の５名でやってますけれども、夜間

の当直が多いというのがＮＩＣＵの、新生児科医の一番の問

題点です。うちのスタッフの若い先生で、大体９回から１０

回、夜間の当直をしてもらってます。やっぱりそれだけ夜間

当直で拘束されると、若手の先生たちが新生児を目指そうと

考えなくなり、新規入局者がなかなか入ってきてくれないの
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が現状です。新生児の医療というのはすごく楽しい医療で、

お母さんをバックアップし、子どもの生まれたすぐのところ

を育てていく、発達を見ていくという意味で、すべてがすご

くおもしろい医療ではあるんですけど、やっぱりマンパワー

として底が広がっていかないというのは、こういうところに

問題があるのかなというふうに考えてます。

２つ目は、新生児搬送のことですけれど、主に北和の方で、

恐らく県立奈良病院の僕たちが担当することになるんだろう

と思うんですけど、後でまた述べますが、ＮＩＣＵの改築工

事が来年の７月に終わった後、定数を５名に増やしていただ

ける。その５名がフルに動けるようになれば、当直回数は７

回前後でかなり厳しいんですけど、平日の日勤帯に関しては、

我々スタッフのモチベーションとして、新生児搬送は我々が

やるものだという意識がありますので、これは奈良県の北部

に関しては、我々が何とかしようと考えております。

３つ目として、県立奈良病院の特徴として、心臓手術や外

科手術ができませんので、西久保先生からいっていただいた

ように、年間１０から１５例、近畿大学の方に新生児を搬送

しています。その中にはかなり重症の心疾患であったり外科

疾患あるいは一番ひどいのは、１，０００グラム未満のベビ

ーの搬送が、年間１、２例含まれてきます。このため非常に

状態が悪くて、それを搬送用の救急車というのがない状況で、

バウンドしながらベビーを連れていく、事務局の方たちもみ

んな乗っていただいて経験していただいたので、わかってい

ただけると思うんですけど、そういう危険な状況での搬送と

いうのはやっぱりなくしたい。だからできれば奈良県の医療、

その新生児・周産期の医療の集約化というあたりも進めてい

ただきたい。具体的には、総合周産期になった奈良医大と、

心臓や外科が強い近畿大学と、心臓ができる天理よろづと、

新生児搬送を含めたある程度の医療ができる県立奈良病院の

役割分担をやっぱりはっきりしていきたいというところが我

々の望みです。

もう一つ、工事の件は後で述べた方がよろしいんでしょう

か。もうここで言っていいですか。後の方がいいですか。そ

の３点だけです。

小林部会長： ちょっと確認させてください。今新生児搬送のスタッフは
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４人ですね。

箕輪委員： 今は４人で、そのメンバーでは到底できない話ですけど、

工事が来年の５月から７月で行う予定なのですが、終わった

後は後方病床を含めて１５床になりますので、県からは５人

の定数をいただける予定です。定数が１人増えるので平日日

勤帯の新生児搬送は可能になります。

小林部会長： １人ふえるので、平日昼間の新生児搬送は大丈夫というこ

とですか。

箕輪委員： 奈良県の北部に関しては何とか我々で対応していきたいと

いう、みんなモチベーションを持ってこられてますので、そ

こは何とかしたいという希望をもってます。

小林部会長： よくわかりました。もう１点はですね、周産期のネットワ

ークに関することですが、あれが平成１８年の３月でしたか、

ピンク色の表紙の冊子が出ましたね。あれでは不十分なんで

すね。

箕輪委員： 今の新生児学会でのテーマでもあります、やっぱり１，０

００グラム未満のベビーは大きな施設でしっかり管理すると

いう方向に持っていくというのが今の動きだと思うんですけ

ど、うちで大体５例から、多いときで１０例弱ぐらい、１，

０００グラム未満を扱っていますが、その児たちの一人二人

はやっぱり手術が必要になって、動脈管開存症のライゲーシ

ョン（結紮術）を近畿大学の方にお願いするという状況にな

るんですね。その児たちを、やっぱり搬送していくというリ

スクが非常に高いので。県立奈良病院は、平岡先生あるいは

小児科の平部長とも話をしてますけど、小児救急を中心にし

た、北部の小児医療の中心センターになっていくので、やっ

ぱりその小児科とＮＩＣＵを分けてやってる医療というんじ

ゃなくて、全体の、小児科医全体で新生児の医療も救急もや

っていくという方向に、できたらつなげたい。そこに１，０

００グラム未満も扱いながら小児救急もやっていくという体

制がちょっと無理があるんじゃないかという話をしてます。

小林部会長： なるほど。そうすると周産期医療提供体制は一応形として

は生きている中で、どこに取り込まれるかということですね。

箕輪委員： そうです。役割分担をもうちょっとはっきりさせたいとい

うことで。まだ今の体制でできるとは思いませんけど。

小林部会長： それから、年間心臓の、ベビーが五、六例ですか。それは
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出生前診断はされてないんですか。

箕輪委員： 胎児診断がついてる症例は、最初から近大奈良病院の方で

小児科なり小児外科なりの方に母体搬送あるいは紹介の形で

移ってますけど、実際にうちで大体、２年９カ月のデータで

３０例弱心臓と小児外科疾患で入院した当日に搬送するとい

う症例も含めて、診断がつかずに運ばれてくる子どもたちが

います。

小林部会長： 新生児搬送としてですか。

箕輪委員： そうですね。

小林部会長： それをまずなくさないといけないですよね。我々産科のト

レーニングの一つに、日本超音波医学会に入って専門医をと

るという教育をしています。超音波指導医が１人育ちました

ので、あとは専門医を育てていますので、妊娠２０週、３０

週でスクリーニングということで、各病院で問題があるとい

われた人は診断のために紹介していただいています。大学で

もＮＩＣＵの先生、小児外科の先生、循環器の先生、麻酔科

の先生など集まっていただいて、事前にプレゼンテーション

をして、こういう症例がいますのでこうやっていきましょう

カンファレンスを行っています。我々産科としては、奈良県

はそういう方向でいくような体制をとりますので、医師のス

キルアップも教育しております。それも先生方の協力があれ

ばできることです。

箕輪委員： 多くは近隣の産院の先生方から新生児で搬送されてきたベ

ビーに心臓に疾患のある子どもたちがいてる。やっぱりそこ

も出産前診断を頑張っていただきたいなとは思います。

樋口委員： 今の話ですが、やっぱり心疾患とか外科疾患で出生前診断

やっぱりしてほしかったなという例は結構ございますね。そ

れがされていれば、各一線病院の負担は大分変わるであろう

という点は、やっぱり思います。中にはやっぱり、箕輪先生

なんかが一番大変だったと思うんですが、状態が悪くなって

来られるという例も、やっぱり年間数例はあり、もうちょっ

と早く出生前わかってたらバタバタしなくて済んだなという

方はおられますので、そういう点は、ボトムアップというか、

そういったところにできるだけ早いアプローチをかけてった

方が、今の各病院の戦力は、どこもそんな、足りないところ

ばっかりですから。先ほど言われたように分担と連携という
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のは、大事だろうと思います。

小林部会長： できるだけそういう方向で産科医の方も努力して、お産の

できる施設って確かに十幾つですから、それぞれの先生があ

る程度スキルアップしていただければ、大きな見逃しはない

ようなところまでつくりたいとは思います。よくわかりまし

た。

富田委員： 東大寺光明園ですけれども、重症心身障害児施設のなので、

特に今の話には直接結びつかないんですけれども、看護師不

足のために病棟が一つ閉鎖されているということを申し上げ

て、そのために重症心身障害児施設が現在満杯状態であると

いうことをこの前お話ししたと思うんですけれども、今のと

ころこの月末で４２名の重症心身障害児がおりますので、看

護師が集まれば、退院者もいるということを考えれば、４月

に改善できれば多少は受け入れができるかなとは思っていま

すけれども。看護師の方はあと数名のところまでいってるん

ですけれども、その他の介護職、介護福祉士とかが集まらな

いために現実には開いても患者を受け入れられないというふ

うな状況があるかなとも思っております。

あと、患者数はふえないのに看護師だけを集めております

ので、かなり深刻な経営難になっておりまして、例えばスタ

ッフが全部そろったとしても重心の病棟を早急に埋めなけれ

ば経営が成り立たないということで、大人を無理やりという

か、大人を先に入れてしまうということになれば、今度はス

ペースがなくなって、ＮＩＣＵからの子どもさんを受け入れ

られる余裕がなくなるというようなことが起こり得るのでは

ないかという危惧を持っております。現状の報告ですが。

小林部会長： 施設として認可するために、いわゆる介護福祉士というの

が必要なんですか。看護師だけではだめなんですか。

富田委員： それはないです。現実に動かない。看護師はいっぱいにな

るという、それを２つの病棟に今度分けますから、看護師が

ごそっと半分になる。今はちょっとたくさんいて、介護士の

仕事を看護師もやってるみたいな感じなんです。看護師が今

度はいなくなるから、その穴埋めというか、介護をする専門

の職と、看護師とが両方いて施設ができますけれども、介護

をする部分がなくなると看護師の手が足りなくなってしまう。

うちの場合、医療だけをやってるわけじゃなく、医大だった
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ら付き添いのお母さんたちがやってるようなことを、全部看

護師がやってるわけですけれども、その部分の仕事をする介

護職というのが確実にいなければいけない。今は経営上の問

題もありまして、看護師をストックしておくことで精いっぱ

いで、介護職の募集は後からやってますので、集まってない

ということで。別に法的な問題はないんですけれども、現実

問題として厳しいです。

小林部会長： ありがとうございました。

向井委員： 奈良市の行政の立場として、先ほどからいろいろ現場のご

努力とか問題点をお聞きしております。最近、最近と言った

ら怒られますが、奈良県がこういう体制をつくって、医療に

ついて非常に力を入れておられるということを、ひしひしと

感じているところです。地域医療連携課の方もそうだと思い

ますが、結局行政がバックアップするということになれば、

具体的には予算をどのようにしてとるかということになるん

だと思います。非常に財政状況は厳しいわけですから、政策

の優先性というか、選択と集中をどうするかということが、

いつも私どもでも問題になってるわけです。その中で医療に

ついて、結局は首長さん、県であれば知事、市であれば市長

であるとか、議会であるとか、そういうところの理解をどの

ようにして得るのかということが、最終的には予算を獲得で

きるのかということが課題になってくるんだと思います。先

ほどのドクターカーでも、ハードは一時ですけども、ソフト

は非常に続くわけですから、そういうことの理解を得るため

には、やはりこういう場での議論をどれだけうまく上げてい

って、これらの施策が選択と集中の中の集中の方であると理

解してもらえるように努力するということが行政の役割にな

るんだと思います。市町村といたしましては、県と医療体制

の役割分担ということの中で、どういう一定の役割を果たし

ていけるのかを考えなければならないと感じています。産婦

人科の一次救急については、今県の方から具体的な提案もさ

れておりますので私どもとしましては、今後も県と連携しな

がら、果たすべき役割は果たしていきたいと考えております。

小林部会長： ぜひバックアップをしていただかないと続かないと思いま

すのでお 願いします。

武末委員： 看護師確保部会のところからこの部会に投げかけが少し明
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確ではないので、もう一度明らかにしていただきたいんです

が、先ほどのキャリアアップ支援ということについてはです

ね、ここで議論していただくことも重要なんですが、看護師

確保部会としてはキャリアアップをしてほしいと、それがす

なわち数をふやすことでもあり、県内定着をすることである

という結論が出ているんです。この看護師確保にかかわると

ころについては、職能の有効活用と県内の周産期医療体制の

整備のために、助産師に対して検査技術等の向上のための研

修を実施してほしいということで、具体的にもう少し周産期

部会でどういうことなのかを明確にしていただきたいという

ことだったんですね。どうやったらこういうことができるの

かと。

２つ助産師という軸になってますども、一つは先ほど委員

から出ました、離職とか復職する際に助産師が分娩をするの

が怖いというのに対して、分娩をきちんと、助産師さんです

からできるようにしたらどうかというお話が一つあります。

もう一つは助産師さんというのはある意味で、妊娠してから

分娩するまで一貫して診るというのを認められた国家資格で

あるんですけれども、分娩はちゃんとできるんだけれども、

妊娠してからその間の検査ですね、要は何のために検査をす

るかというと、異常か正常かを診る、当然正常であれば分娩

まで、最後まで見ていいんだけれども、異常であれば嘱託医

ですかね、産科との連携で紹介してくださいというような形

になっているということです。ただ、よく産科の先生からご

指摘があるのは、分娩の段になって多胎ですといって紹介さ

れて、それはさすがに出生前診断ついてだろうとか、もう少

しきちんと、正常か異常かを助産師さんが見分けられるとい

いねという話が一つありますし、また院内助産所の取り組み

においてはですね、例えば産科医の先生が、正常分娩の妊婦

さんを見るのではなくて、助産師さんがきちんと見ていただ

ければですね、例えば産科医が１４回診ないといけないとこ

ろを、節目節目のチェックで３回ぐらい診て、残りの１１回

は助産師さんが助産師外来で診ていただければ、結果的にそ

の産科医の負担が減るのではないかという投げかけなんです

ね。そうするとある程度、助産師さんが自分でいろいろ判断

をしながらやれるというところで、助産師という仕事が非常
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に魅力的になっていけるんではないかなというような意味で

の、キャリアアップだったわけです。ちょっとキャリアアッ

プという話が、何か少し話がずれちゃったような気がするん

ですけれども、その点についてはちょっとご意見を承れれば

と思いますが、いかがでしょうか。

小林部会長： 具体的にどういうふうにずれてます。キャリアアップの文

章を見ますと、提案のところは認定看護師でしょう。だから

オンコロジｰナースとか、救命センターで使えるナースをキャ

リアアップするためにその方法を整備しましょうということ

ですよね。そういう意味じゃないんですか、キャリアアップ

とは。

武末委員： 違います。認定看護師は上のポツのところでございまして、

ここのポツは助産師自体が看護職の上位の職としてキャリア

アップであるというふうに整理をしております。

小林部会長： それは真ん中の段でしょう。検討の方向性でしょう。アン

ダーラインが引いてあるところ。

武末委員： はい、そうです。

小林部会長： それが提案にはなされてないんじゃないんですか。提案は、

認定看護師というのは、僕のイメージだとそういう学会認定

とか認定看護師ととらえかねません。

武末委員： 提案はキャリアアップの方向について整備しないといけな

いという提案であって、具体的に検討してほしいことが、職

能の有効性という、こっちの項目を検討していただきたいこ

とであって、左の方はもう結論がついてるところです。

小林部会長： いわゆる、助産師として一人前になるような、トレーニン

グができる、ハード、ソフト、あと人ですか、人材を養成す

ることをこちらから提案してほしいということですか。

武末委員： 今問題となっているのは、助産師さんが正常分娩であれば

医師がいなくてもちゃんと一人でお産をできるわけですね。

ところがそこが例えば、先ほどちょっとお話あったように、

最後の分娩のところは産科医さんが出てきて助産師ができな

いと、ちょっと、せっかくここまで一緒にやってきたのに最

後の出産のところができないという不満があるというのが、

看護師部会から一つ、この周産期部会の産科医の先生たちに

投げかけられてる検討の方向性です。そのもう一つが、ただ

逆に産科医の方からよく言われるのは、助産師さんが妊娠し
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てから分娩の間、出生前診断が適当でないために、分娩のと

きになって初めて異常であったということがわかって、いき

なり回されるのをできるだけ減らすために、この検査技術等

の向上をきちんとやっていただきたいということです。それ

ができれば正常分娩は助産師が主にやって、異常の分娩につ

いてこの少ない産科医さんが集中すれば、結果的に県として

は分娩能力が上がるのではないかという、看護師等確保部会

での議論だったわけです。それを周産期部会で具体的に本当

にそうでよろしいかというのを検討していただきたいという

のがここの検討の方向性でございます。

小林部会長： 例えば双子だったものを見逃していて、送られてきたのが

困ると、それはいわゆる開業助産所の話ですか。

岡橋委員： そうであろうと思います。あったかどうかは知りませんけ

ど。

武末委員： 助産所はわかりやすいですが、例えば院内助産所をもう少

し増やしていって、できる限りその院内助産所の中で正常分

娩は助産師さんに任せていくというような環境をどんどんつ

くっていったらどうかであるとか、助産師外来をやることで、

産科医の外来の負担をなくすことで、ハイリスク分娩に産科

医の方が集中していただくということが可能になって、結果

的に県全体としては分娩能力というかハイリスクに対する産

科医の集中と、正常分娩に対する助産師の集中で、役割分担

をしていけばいいのではないかと考えます。そうすると看護

職も奈良県で助産師をやればある程度妊娠から分娩まで一貫

してできるということが理解されれば、県外から奈良に来て、

助産師を目指そうという方もおられるかもしれませんし、助

産師の資格を持ってる方が奈良に来られて働こうということ

があるかもしれないと。それは本当によろしいかという投げ

かけです。

小林部会長： 趣旨はよくわかるんですが、現実とちょっと離れてるよう

な気がするんですよ。普通は例えば助産師外来あるいは院内

助産所にしても、全くドクターが関与せずに、１回もチェッ

クせずにですね、最初から最後まで全部助産師がやるという

ことは、普通は余りないんじゃないですか。

武末委員： そこはおっしゃるとおりで、例えば１４回の検診が必要で

あれば、
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小林部会長： 例えば３回医者が見て、２０週、３０週には必ず見て、そ

れで異常がないので助産師にお願いしますというのが普通で

すよね。

武末委員： そういうのをきちんと、県でルール化をちゃんとしてです

ね、そうすると産科、妊婦さんも安心ですが、今なかなか進

まない助産所や院内助産所が少しふえていくのではないかと

考えます。なかなか助産師の活用というところが進まないの

で、やっぱり一つは、先ほどキャリアアップと言ったのは、

そういうふうなことがどんどんできるということであれば、

やめない人も多いのではないかということが、看護師の立場

からはそういうことですという結論なんです。

小林部会長： わかりました。世の中で一般的に言われている、院内助産

所あるいは助産師外来をできる能力のある助産師を養成する

ということですよね。そうしますとね。それから最初に言わ

れたことが、２番目に言った役割分担の充実というという中

で、産科医と助産師、新生児科医と専門看護師のチーム医療

という中で、研修や専門職として資質向上、スキルアップと

いう表現をしましたけど、それといわゆるここで言うキャリ

アアップというのは、僕のイメージの中では同じだったんで

すよ。別にそのキャリアアップ、出世するという意味じゃな

くて、技術を持っていればいいということなのではないので

すか。

武末委員： そこはキャリアアップなんです。そこは先ほど平岡先生か

らもご提案あったように、助産師であっても看護師であって

も給料が同じだったら、それはスキルアップでは困りますと

いうことになります。キャリアアップにしてほしいと望まれ

る。ある程度の技術を持った助産師を、例えば奈良認定助産

師みたいな形にして、その助産師についてはそれなりの処遇

をするというようなことを考えていただけたら、奈良県に定

着をするのではないかというのが、看護師等確保部会からの

提言でございます。

小林部会長： ですからそれに関しては、先ほど皆さん賛同あって得られ

たんじゃ ないですか。しかし、いつ、どこで、だれがやるかと

いうことは、それ は今決められないですよね。

武末委員： 確かにそうなんですけど、何かちょっと漫然としてたので。

一般論ですけども、よく助産師さんの話をするときに、やは
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り何かですね、こんな場で言うのも何ですけど、助産師と産

科医さんは同じお産を扱っていながら言葉が違うみたいによ

く対立しているといわれる。それは産科医の方の立場からす

ると、いきなり異常分娩ばかり押しつけられるみたいな意見

もあるわけですね。ただそこは、結局正常分娩か異常分娩か

をきちんと見分ける能力が、昔に比べると今の助産師さんに

はなかなかやる機会がないからということと、正常分娩ばか

り見てても異常分娩はわかりませんので、どこかで異常分娩

を見ながら研修する場が必要なんだけども、なかなかそれが

ない。もちろん助産師ですから、分娩はきちんと、通常であ

ればできる。先に言われた、復職とか、離職をしてたときに

は、その分娩すら怖くてできないという側面もありますけれ

ども、ちょっとここは誤解しないでいただきたいのは、分娩

は助産師さんはできます。ただ、今もっと充実するべきは、

正常か異常かをその妊娠の間にずっとチェックする、そこで

ここは検査技術等の向上というふうに書いてあるわけなんで

すけれども、そこさえ十分できれば、産科医さんも安心して

助産師に正常分娩を任せられるし、妊婦さんももちろん助産

師さんに外来を受けることもできるということだったと思う

んですが。以上です。

小林部会長： 多分同じことだと思うんですよ。助産師として、そういう

場を提供することによって研修しました、それによってスキ

ルアップしたことによってキャリアアップにつながると、そ

ういう意味じゃないんですか。キャリアアップというのは収

入もよくなるということを入れるとすればよいのでは。

武末委員： キャリアアップにこだわるわけではなくて、もう正常分娩

は奈良県では、助産師さんがやりましょう。ハイリスクの分

娩について産科医がやるという役割分担、選択と集中をして

はどうかという提言です。

岡橋委員： それは職能から出た言葉ですか。看護師さんたちの職能団

体、助産師の方からそういう提言があったということですか。

武末委員： 看護師さんの方からですね。これは幾つかメニューがあっ

て、認定看護師であるとか、助産師であるとか、保健師であ

るとか、いろいろ看護職にはキャリアアップの道はあるんだ

けれども、今看護師にいろいろ、医療行為をある程度広げて

いくという流れがある中で、分娩とか助産というのはもう既
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に国が国家資格として認めている資格でありながら、少し最

近の助産師さんと看護師さんの区別がつきにくくなっている

ところがあって、もう少しその正常分娩をきちんと助産師さ

んでできるように、その妊娠の経過を見るところできちんと

やってはどうかということです。

小林部会長：やっぱり話すと何となくわかるんですが、この文章見てもね、

そういうニュアンスとれないんですよ。最初この検査技術等

ってどういう意味だろうとまず思いました。それから認定看

護師というのは、僕はもう助産師のことは全く考えずに、先

ほど言った学会認定とかの看護師をキャリアアップするのを

まず優先しましょうという提案なのかなと思ったんです。と

ころが検討の方向性のところにアンダーラインが引いてあっ

て、ここに助産師ですね、という名指しできてますから、助

産師が検査技術等の向上をする、というものは、今よく理解

できたんですけれども、結局、正常分娩だけやっても確かに

わからないですね。ですからそういう、正常分娩も異常分娩

も自分が体験できる、そしてスキルアップできる、そういう

場を提供するのをこの検討部会に向こうが投げかけてきたわ

けですね。だからそれを我々が、ここの部会の意見として、

じゃあその方向で進みましょうということを部会の結論とし

て出すということですね。

確かにいろいろな方法論としてはあると思うんですけど

も、それだったら最初にそれを話をしないと、みんなの意識

がなかなか統一されなかったというような気がします。ちょ

っと時間も大分押してきてますけれども。要点はよくわかり

ました。

まず中南和地区に５５０人くらいのお産をする施設が足りな

い、医師も足りない、ということは、助産師をもっと有効に

活用しないと、医療資源という言葉ではよくないんですけど

も、やはりこのままではいかんということで、その一つとし

て、スキルアップというところからキャリアアップを目指し

ましょうというのは理解できます。そうすると、この部会で

実際にその方向性を確認するためには奈良県に定着してほし

いわけです。そのスキルアップ、キャリアアップした看護師

・助産師が奈良県に定着してくれるための方策を逆に看護師

部会に具体的に投げかけたいと思います。
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武末委員： ですから、キャリアアップですから、その助産能力がある

人の給料は当然上がるわけですし、看護職としてのやりがい

として、助産師というのは魅力的ですという結論です。そこ

はもう結論は出てて、もう投げかける必要は、逆にないのか

なと思います。

小林部会長： そのかわりに２４時間保育とか病児保育とかね、そういう

システム はどうなんですか、これは提案には出てますよ。

武末委員： そこはまた別の問題としてありますけど、それがなければ

ならないということではなくて、それもあればいいし、こち

らもあればいいということで。病児保育をこの周産期部会に

は看護師等確保部会としては投げかけてはおりません。

潮田委員： 病後児でしょう。病児保育なんですか。

武末委員： 病児保育ですね。

小林部会長： 入院するほどでもないけど、熱があるのでお母さんが仕事

してる間 にちょっと見てくださいという意味ですよね、病児保

育というのは。

武末委員： そこの下の枠のところにある、その実現のためには、院内

保育、病児保育、２４時間保育、学童保育等の体制整備が必

要というのは、もうこれは看護師等確保部会でも、先生ご指

摘のように結論が出ておりまして、むしろこの周産期部会に

おいては、この下線部を引いたところについて、そういう役

割分担で産科医の先生としてよろしいかと、奈良県でそうい

うふうな方向性を打ち出してよろしいかという、お聞きした

いという趣旨でございます。

小林部会長： 今いろいろな委員の先生から出たように、給料だけではな

いというというも出ましたね。個人のそういう背景もあると。

キャリアアップというのも大事だと。しかし子どもがいるた

めに仕事に出れない人も大勢いるんじゃないという話も。だ

からそういうものを総合的に取り組まないといけない。

武末委員： 総合的な部分は看護師等確保部会とか、医師確保部会で検

討しておりますので、それは周産期部会でやっていただいて

もいいんですが、特段周産期という切り口でご検討いただき

たいのは、正常分娩については役割分担を、奈良県ではそう

いうふうにやりますよというふうに大きく方向性を打ち出し

てよろしいかということでございます。

岡橋委員： 正常というか、妊娠中の経過を助産師が診て、正常かどう
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かを振り分けて、正常なものはずっと助産師が、ドクターに

は定期的に見せながら、正常なものは助産師がずっと診てい

く、その中で異常なものはドクターにお任せしますというこ

とをきっちり、ドクター、医師仲間たちの方たちに認識して

いただきたいという、そういう提案ですか。

武末委員： 一つは認識していただきたいという提案もあったんです

が、ただ認識していただくためには、ちゃんと助産師のレベ

ルアップも必要で、そのための研修もやっていただきたい。

ただその看護師の部会での議論は、一つは繰り返しになりま

すが、異常分娩をある程度見るためには、正常分娩だけとい

う看護師、助産師の教育の枠組みでは難しいので、先ほどど

なたかの委員が言われたように、そこはお医者さんがどんど

んご指導いただいて、異常分娩も診ていかないと正常分娩が

正常かどうかわからないというところで、そういう場をつく

っていただけないかということでございます。

小林部会長： それはよくわかります。そういう経験をしなければ当然研

修にはならないし、スキルアップにはならないわけですよね。

それが余り極端になってしまうと、ちょっといろいろな問題

が出てくるかもしれませんので。例えば世の中で一般的にや

ってるように、例えば医師も初期と２０週、３０週くらいは

必ずチェックする、あるいは分娩間にも必ずチェックをする

と、しかし助産師がメーンにやってますよという、その流れ

を奈良県のバージョンとしてつくりたいということですよね。

武末委員： 産科医の方から助産師の方に要望としては、ずっと診るん

ではなくて、節目、節目は産科医に一度チェックをして、必

要な検査であるとかは受けていただくみたいなことをルール

化すれば、産科医としてもある程度安心して助産師さんに任

せられますよというようなことですし、そもそもの異常分娩

か正常分娩かを判断する検査能力というのを高めていくとい

うところも取り組んでください。その２つだと思います。

小林部会長： わかりました。もう時間がないので、産科の現場の先生に

ちょっと意見、それぞれ聞いていいですか。

林 委 員： 天理よろづも、実は院内助産院を、今立ち上げようかどう

かと、今検討中なんですけれども。先ほどおっしゃったよう

に、ちょっと医療行為、例えばここに出てある検査技術など

というのは、恐らく超音波であるとか、児心音のモニタであ
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るとか、そういうふうな検査をする能力あるいはそれを判断

する能力のことを言っておられるんじゃないかと思うんです

が。やっぱりそれには一つ法的な壁があるということが一つ

ありますね。医療行為は一応助産師にはどうかというような

疑問点があるので、我々の病院でも今検討中です。

それからもう一つは、先ほどから聞いてますと、正常分娩

・異常分娩で一言で片づけておられますけれども、正常分娩

と異常分娩のクリア化というのはなかなか、区別できるもの

じゃないと。異常である・正常であることの定義がはっきり

しないのであぶない。正常だったら助産師がしたらいい、異

常だったら医者がやったらいいというふうな、そんな簡単な

振り分けではない。正常と異常の境目なんていうのは刻一刻

と変わりますし、定義もはっきりしないものに対してこれは

助産師、これは医者というような分け方というのは非常に危

なっかしいですから我々は、今病院で検討してるのは、とに

かく密接に、助産師と医師とが常にディスカッションしなが

ら勉強会を行う。今、院外の助産院で経過を見て、そして異

常のお産になったときにあるいは異常妊娠になったときに病

院で見てほしいといわれる分については、今のところ我らの

病院ではもう手いっぱいですので、お断りしているんですけ

れども、院内につきましては今おっしゃったような、正常・

異常の、そういう定義がちょっとどうかと思うんですけども、

そういう方向で検討してるというところです。ただ単に正常

だったら助産師が、異常だったら医者なり病院がとるという

ふうな、簡単な振り分けはちょっと誤解を招くんじゃないか

と、あるいは事故のもとになるんじゃないかと、そういうふ

うに思います。以上です。

赤崎委員： 言葉の解釈がちょっと違うと思うんです。院内助産院を日

本で開設されました佐野病院の先生がいつも怒ってらっしゃ

るのは、院内助産院が動いたからといって、産科医の負担が

減るということではないということです。すなわち一緒に診

てるということなんですね。そういう意識がないとうまくい

かないということでいつも怒ってらっしゃいます。

それから２つ目としましては、今、林先生もおっしゃいま

したけども、正常であっても異常であっても医者として助産

師と一緒に診てるという認識がないと、これはもうやっぱり
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うまくいかないんです。今言ったのは施設内のことですけど

も、もう一つはいわゆる助産院の話ですね。そういう施設に

関しましては、時々、私が聞いた話ですけども、トラブって

ることがあるので、きっちりと規定を決めていただく。３年

前に日本産婦人科医会が嘱託医契約という文書をつくりまし

たけども、明確にそれが履行されてるか否かでよって、やっ

ぱりきっちりと決めていただいた上で、現状をですね、遂行

していただければと思います。

岡橋委員： 正常と異常と、一口では言いできないとおっしゃいますけ

ど、確かにそうなんです。その正常に関しては助産師が請け

負っていくという、それはもう助産師会としては本当に、も

うずっと願ってることではあるんですけど、法的に云々とお

っしゃいました超音波に関しても、何も絶対助産師が、院内

助産院をやる限りは超音波を診れる、診れるにこしたことは

ないんですけど、絶対医師と同じようにやらないといけない

というふうには考えてはいないはずです。そこは院内助産院

ですから、あれと思った分はドクターに超音波を見てもらっ

たらいいわけで、ＣＴＧぐらいは読めることはもちろんして

おかないといけないとは思うんですけど、その辺で、法的に

あるからこれは助産師がやっていいものではないからという、

そこら辺のことはちょっと、今おっしゃったことに関しては、

助産師はあくまでミニドクターでは決してないとはもちろん

皆、理解しておりますので、その辺は。勉強としては声をか

けて、医師の方からも声をかけていただいて参加はさせてい

ただいておりますけれども、ミニドクターではないというこ

とはもう肝に銘じております。

それから嘱託医に関しても、本部の方からもきっちり言わ

れておりますので、その辺はしっかりと話し合いの上で嘱託

医との契約はしているはずでございます。時折といいますか、

ご迷惑かけてることも、助産院としてはいっぱいあるんです。

新生児のことでも箕輪先生にもご迷惑かけたりもいっぱいし

てるんですけども、そのあたりのことはまた搬送のシステム

のところでお願いとかご相談をさせていただきたいなと思っ

てるんですけれども、そのあたり院内助産院ということに関

して、超音波云々に関して、ちょっと一つ意見言わせていた

だきたかったもので。済みません。
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平岡委員： 正常分娩と異常分娩という考え方は、結果として正常分娩

・異常分娩ということです。だから妊娠中は私たちはハイリ

スク妊娠とローリスク妊娠というふうに区分けするというこ

とで、そのローリスク妊娠を助産師の方にお願いするという

のでは、それは基本的に賛成だと思います。そのときにある

程度勉強していただいて、それはちゃんとあってるかどうか

を、やはり詰めてやっておかないと、助産院となると一人で

やりますのでね。嘱託医といいながら現実に嘱託医という名

前があるだけで、実際に嘱託医の人が訪ねてきて指導まで、

そういうのをするということは現実にやっておりませんので。

ですから結局ひとりよがりになってしまって、結果として実

はそれは異常妊娠であることは気がつかないことが発生しま

す。先ほどの双子が気がつかないいうのは、僕はちょっとこ

れは論外で、今そういうことはないと思ってます。ですけど、

分娩経過を見てて、正常と自分は思っているけど、私たちの

目から見るとこれはもっと早く搬送してもらいたいという例

は、やはり存在しますので。ですからそこの辺をやはりスキ

ルアップということでお願いしたいと思うんですね。そのシ

ステムはやっぱりつくっていただきたい。そうしますと、現

在の助産師、さらに潜在の助産師もさらに動員して、そこに、

スキルアップのシステムに乗せればさらに増えていくいうふ

うに思います。

武末委員： 助産院というとこまで飛んじゃいましたけども、看護師部

会ではそこまで飛んでなくて、院内助産所をメーンに考えて

おりまして。

小林部会長： そうなんですよ。その話の途中でね、全部が一人で見れる

という話になると、どうしても頭の中に助産院というイメー

ジが浮かんでしまって、そこは増やしましょうことには今の

時点ではなりにくいと思います。

武末委員： そこまでは言っていませんで、院内助産所をまず増やすこ

とでやったら、助産師さんの方と産科医さんの方で一緒に診

るんだということであれば、余り意見の対立はないんだと、

確かにそうするとかなり先生方の負担というか、かなりバッ

クアップをしていただくという体制はあるんですが、外来の

部分はかなり楽になるのかなというところはあって、奈良は

本当に非常に産科医が大変な状況だからこそそういう形で助
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産師さんに外来をやってもらえればいいのではないかという

提言でございまして。済みません、助産所までは飛ぶつもり

は全くございません。

平岡委員： 院内助産所と助産師外来のことを申しますと、さっき言い

ました佐野病院のことまで言うとあれですけど、佐野病院の

院内助産所はつぶれましたね。ちゃんと調査されてますか。

院内助産所をやることは、産科の医師の負担が減ることは決

してないんです。そこのとこら辺はちゃんと見分けてもらい

たいと思います。東京でも提言しておりまして、院内助産所

は産科医の負担を減らすことには決してなり得ないというの

が結論です。

武末委員： であれば、残りは、あとは助産師さんのキャリアアップで

あるとか、奈良でそういう院内助産所を多くすれば、そこに

助産師さんが集まってくるんじゃないかということです。

平岡委員： 県立奈良病院の立場から言えば、なぜ私どもは院内助産所

に、準備はできてるんですけどなかなか踏み切れないかとい

うと、数なんですね。余裕がない。すなわち県庁として助産

師さんを倍ぐらいにしてくれませんか。そうしたら一遍にや

ります。それぐらいのことをやらないとね。

武末委員： それは個別に相談するとして、県全体としてはどうでしょ

うか。

平岡委員： それぐらい余裕を持たせないとね、とてもやれません。今

も私ども十四、五人おりますけど、それだけで院内助産所、

助産師外来する余裕はとてもないんです。ですからやれとい

われても出来ない。やったらいいということは皆わかってる

んですけど、やれないという現実がある。

もう一つはさっきの、しつこいですけど給料の問題ですね。

小林部会長： ありがとうございます。確かに、いろいろ話を聞いたんで

すけれども、医者が大変だからその分助産師にやってもらう

というのは、ちょっとまずいんですね。実際に、我々大学で

はお産がどんどん増えてきてるので、検査技師にエコーを協

力してもらってるんですがもう医者よりもベテランになりま

す。若手の研修医もトレーニングしてますので、スキルアッ

プできます。やはり、先ほどお話が出たように、すべて助産

師だけというスタンスじゃなくて、助産師と医師とが密接に

連携すると、そしてお互いにいいお産を提供するシステムづ
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くりのために部会として提案をする、そうすると、どこかで

現実味をもたせないといけないいうことについて、今度は行

政の方がいろいろ考えていただきたい。スキルアップとか、

キャリアアップの方向に関しては、今の先生方の意見を集約

しますと、決してネガティブな意見はないと思うんですが。

よろしいですか、そういう結論ということで。

岡橋委員： 今、医師が不足しているから助産師さんたちの出番だねと

いうことは、もうよく聞かれるんですけど、助産師は皆、だ

からといって、医師が少ないからといって、すぐ助産師が出

番で、医師のかわりに助産師がいろいろなことができるとは

結びつかないよということは、もうみんな口を酸っぱくして

言っておりますので、決してその辺、医師と同等に何でもや

れるというふうに思ってるものではないということを、先生

方にわかっておいていただきたいと思います。

小林部会長： 興味があってエコーをやってる助産師は３か月で医者以上

の能力になってます。スキルアップということは大事なこと

で、そういう何かビジョンがあると、絶対それに向かって同

調する人もふえるはずですから。ぜひこの部会の方向性とし

て、ドクターカーの整備、それから職能の有効活用に向けて

周産期部会の方からも同じ意見として提案していきたいとい

うふうに考えております。

大変時間が押してきてしまいました。最後にＮＩＣＵの工

事の話をするということでしたね。マイクありますか。

箕輪委員： ここでご報告をした方がいいのかどうか、ちょっとわから

ないんですけど、お話しします。

県立奈良病院のＮＩＣＵが９床から後方病床を含め１５床

に増床することで、新生児の受け入れが年間４０例前後ふえ

ることが予想されます。それに加えて産科の方での母体搬送

の受け入れがさらに、ＮＩＣＵに収容しない子どもたちも受

け入れられるということで、奈良県の周産期の体制に少し寄

与できるのではないかという工事を、来年５月１日から７月

の終わりまで、予定をしております。その工事期間中に、院

内で調整をしてますが、小児救急の兼ね合いがあって、小児

科の病棟を有効に使えないという現状がありまして、工事期

間中はＮＩＣＵが全く稼働しない状況になりますので、５月

１日の時点でＮＩＣＵで呼吸管理をしてるベビーがいない状
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況をつくらないと、工事が進められないという現状がありま

すので、入院制限をどうしてもしなきゃいけないということ

で、産科の平岡先生とも相談をしております。ご迷惑をおか

けしますがよろしくお願いします。以上です。

小林部会長： どうもありがとうございました。３カ月ですか。大学のと

きもいろいろご迷惑をおかけしたしましたので、なるべくバ

ックアップして頑張っていきたいと思いますので、開設に向

けてよろしくお願いします。

それから本日、ＮＩＣＵの後方病床の話で、重症心身障害

児施設の話ですけど、よろしいですか。先ほどちょっといろ

いろ理解したと思うんですけども。

富田委員： 重症心身障害児施設というのは、確かにポストＮＩＣＵの

大事な施設ですが、施設だけではなくて、同時に在宅支援も

やらなければＮＩＣＵからの退院はないだろうと思いますの

で、在宅支援も考えてお話を続けていっていただきたいなと

いうことを思っております。

とりあえずうちの病院としては、在宅支援としては、短期

入所ショートステイですね、と日中一時支援、日帰りショー

トステイ、それと重症児通園、１５床のＡ型重症児通園も同

時に行っています。それらがうまく働いていて、お母さんた

ちが安心して障害のある子どもを連れて家に帰ろうかという

ことができるわけで、いざとなったときに光明園に入れても

らう、あるいはお産のときに３カ月だけ入れてもらうという

ことが可能になると思うので、ＮＩＣＵの後方施設としては、

頑張っていかなければいけないなと思っております。

先ほど施設入所の話は、施設についてはちょっとお話しし

ました。経営とか看護師の問題は別として、重症心身障害児

施設５０床ありますけれども、それをどうやって稼働させて

いくか、満杯になって動きがとれない状態になってしまって

はいけないということをどうやって解決するかということと、

ショートステイを十分行えるような状況や、通園がいつでも

いけるようにする状態にするということが大事だろうと思っ

ています。ショートステイと、通園等在宅に向けて、うちの

病院としては目いっぱい頑張っているつもりなんですが、シ

ョートステイの方は今２名入れるのがやっとやっとで、それ

はどんなに頑張ってもこれ以上入れられない状態です。外泊
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の子どものベットを使って何とかやっている状況なんです。

私たちの施設の側からというか、東大寺福祉療育病院という

施設の側からは、ショートステイは２名という数しか出せな

いわけです。重症児通園というのも、今１５人で、満杯で、

新たな子どもさんを受け入れるのができない状況、４月に就

学の子どもさんが１人、２人いるかな、あるいはほかの施設

に行かれる方がいるかなということで、その方が大変かなと

いうぐらいで、満杯状態です。来年の４月に高校を卒業する

方が打診してこられてるんですけれども、多分無理ではない

ですかというふうな話になってしまっている。私たちの施設

の側から見れば、もう数は限られた状況なんですけれども、

現実一体どれだけの数があればいいかどうかということは、

私たちの施設の方の都合だけから数を出してますので、現実

に奈良県の中で必要なショートステイの数あるいは重症児通

園の数というのが、あるいは入所施設の数というのがあるだ

ろうと思うので、それをむしろ県の方で出していただきたい

なと思います。必要なものは必要なだけそろえなければいけ

ないし。早急にやることとしては、重症児通園が、今リハビ

リセンターの方もうちの施設の方も満杯ですから、何らかの

形でそれを拡大する方向に持ってきていただきたいなと思い

ます。新しい施設をつくるなり、１５人定員と枠を超えて通

園児がふやせるように、何らかの措置ですね。経営できるよ

うな基盤として、何とかしてもらいたいなと思っております。

それからショートステイについては県の北の方にはあり、

３つの重心施設がありまして、その中で細々とやっている状

態なんですけれども、もっと拡大する方向に持っていかない

と多分足りないと状況と思います。うちの施設も、上手に回

転させていくためにはショートステイの拡大が必要だし、そ

れができれば重症児が退院していくだろうし、ＮＩＣＵから

も退院していくだろうと思うんですけれども、南の方にもつ

くっていただけたら都合がいいのではないかなと思っており

ます。

それともう一つ、重症児がＮＩＣＵから退院した後、再入

院がとても多いんですね。その再入院の、再入院から重症患

者になったりてんかん重積を起こしたりという方はとても多

くて、ほとんど入退院を繰り返してるという状況なんですけ
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ど、一つはうちの施設のようなところがもうちょっと力量ア

ップすれば受け入れられる部分もあるだろうと思うけれども、

そのためのいろいろな施設、県立病院とか大学病院とかの入

院のときに、付き添いが必要であって、付き添いのために家

庭が崩壊していくという例をたくさん見ておりますので、そ

こら辺の、入退院を繰り返している子どもさんについての付

き添いの問題というのも考えていただきたいなと思います。

それと、ＮＩＣＵから退院してくるときに、いろいろお話

はされてるし、なんですけれども、とりあえず訓練という形

で東大寺の先生のところに行きなさいというふうに言われて

くる子どもさんがあって、その子どもさんの親にに初めて通

園の話とかショートステイの話とか、いわゆる福祉サービス

の話をするということがとても多いです。出てからそういう

知識を得るということではなく、出る前に十分、県の状況と

かどんなサービスを受けられるかとか、あるいはそういう施

設の見学とか、そういうものをちゃんとやらせてあげられる、

コーディネーターみたいな人がいてくれたらスムーズにいく

だろうし、その人たちが一体どれだけの必要があるのかとい

うことも県の方にわかってもらえるんじゃないかなと思いま

す。その人たちがそういう実態を把握することによって。現

実には私たちが、来た方に対してそういうサービスの説明を

しますけれども、サービスの提供先が自分の病院しかよくわ

からないので、結局言ったり言わなかったりとか、かなりば

らつきがあったりするので、受けられる人と受けられない人

とあったりすると思います。そういうことのないように、県

全体としてそういう施設がどんなふうに使えるか、あるいは

どれだけの必要があるのかということをとらえていけるよう

な人なり機関なりを持っておいてもらいたいなと考えます。

箕輪委員： 今のに関連してね、県の行政の方に考えていただきたいん

ですけど、木津川市とか京都の南ですね、もうほとんど生活

圏は奈良県という地域の子どもたちが、東大寺療育病院の通

園施設に制度上通えないんですね。そこを通えるような、行

政の相乗りであるとか、そういうことも検討していただけれ

ば。子どもたちが行くところがない。東大寺療育病院は利用

できないということになってるんですよね、今。そうですね。

そこを何とかしていただきたいなというのは家族からよく聞
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く問題点です。

小林部会長： どうですか、今の何かコメントできます。

事務局 ： 今の、木津川市から通園できないという話は、ちょっと余

り認識ございませんでして。先ほど来、富田委員からお話あ

った看護師不足から経営難という、定員いっぱい受け入れら

れないということから経営悪化しているという状況は十分把

握しておりますが、今言われたショートステイ、今は２名と

か、重症通園１５名とかいうお話でございますけども、実際

に県全体で何名いるかとかいうのは、なかなか把握しづらい

数字じゃないかなと、今実感しているところです。

そして先ほど言われたように、木津川市とか京都南部から

東大寺療育病院に通園できないという、そのルールというの

は、きっちりと把握してませんで、ちょっと勉強させていた

だきたいと思います。

小林部会長： ぜひよろしくお願いします。僕の記憶があいまいなんです

が、ＮＩＣＵあるいは後方病床に関する、そういうコーディ

ネーターというのは設置すべきだという、国の何かなかった

ですか。予算きてるんじゃないですか。一つのプランに対し

て１，０００万とか、何か予算もあったような気がするんで

すけど。

事務局 ： 補助金額まではちょっと手元に資料がないのでわからない

んですけども、去年の補正か今年の新規事業でコーディネー

ターのメニューが新しくできまして、そのＮＩＣＵ退室をす

る児に対して、ふさわしい福祉施設なり、在宅サービスも含

めてコーディネートする方の配置が望ましいということでの

メニューは出ておりますので、そのあたりまた、関係機関と

も詰めまして、今提案いただいたので、検討していきたいな

とは考えております。

小林部会長： きょう富田先生が言われたような内容というのは、私たち

もなかなか、頭の中に具体的な絵が描けないのです。確かに

前回の中期ビジョンとして、重症心身障害児の医療と介護・

福祉との連携について検討という、漠然とした表現で１行し

か記載がないんですよ。今回そういう在宅支援とか付き添い

の問題とか、コーディネーターの話が出ましたので、ある程

度もう少しわかるキーワードでこの中期ビジョンの中に入れ

込んだ方がいいんじゃないでしょうか。その短期ビジョンで
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すぐにやれという意味じゃないので、そういう方向性で検討

してほしいと。確かにこの医療の介護・福祉との連携と言わ

れると、何となくはわかるんですけど、具体的にじゃあどこ

をどうやったらいいのかというのがよくわからないので、そ

ういうものも、もしこういう、実際に方向性とかですね、関

連情報というのがあれば、そういうところでまとめていって

もいいのかなという思いはあります。

高橋委員： 今、小林先生がいわれたように、これ実は産科、ＮＩＣＵ、

その後のフォローというのは、これ一連の流れでしてスムー

ズに安心してということが言えると思うんですね。今、実際

ＮＩＣＵにも３人、４人の長期入院の子どもたちがおられる

わけですけど、やはりそれは後方があるからこそ医療が取り

組めるわけで、やはりこの、もちろんその障害児達のそうい

う部会も当然必要でしょうけども、この中に文章化していた

だくと、やはりよりスムーズにいくかなという気はしました。

具体的にどこまで入れるかは別としてですね、入れていただ

くという方向でお願いしたい。

小林部会長： ぜひそれも視野に入れてまた今回の課題ですかね、まとめ

をさせていただきたいと思いますが。政策及び対応策の方向

として、今のは中期ビジョンでよろしいですか。何か短期と

いいましてもどこから手をつけていいのかよくわからないの

で、ある程度方向性は書けると思いますので。よろしいでし

ょうか。

富田委員： まずコーディネーターをつくるということかなと思いま

す。それによって実際の数が出てくると思うし、現実にどれ

だけ足りないかという部分もよくわかってくると思います。

平岡委員： 水差して悪いんですけど、小児科にそういう部会はないの

ですか。そういう検討するような部会というのは、小児科の

方に。これ産婦人科と周産期の部会ですのでね。

高橋委員： 小児科は今、救急をメーンにやっておられるんですけどね。

もちろんこちらからもそういう提言を入れていただいて、そ

ちらの方でも検討していただくいうのは、やっぱりいいと思

うんですね。ただ流れの中に、この中にもそういうものが入

ってるいう意味で、提言していただくのが一番いいと思うん

ですけどね。

平岡委員： 小児科の部会にないのであれば、これはもうこちらでやれ
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ばいいと思いますけどね。小児科の中にもそういうことを検

討してもらったら如何ですか。

武末委員： ちょっとですね、ＮＩＣＵという流れから出てきた話で、

ただ小児科の話ではないかという先生のご提言だと思います。

ちょっとここは私の方で引き取らさせていただきまして、周

産期のボトルネックになってることは間違いないんですね。

でありますし、ただ小児科の方でやる方がいいのかどうか、

ちょっとそこは、今、直近の問題ではないと言っていただい

たので、ちょっとそこは整理します。

平岡委員： 問題は大きいんですけどね、周産期から外れますと言って

るわけで す。

富田委員： 周産期から外れる問題というのは、この短期入所とか重症

児通園の問題は医療の問題ではなくて、障害児福祉の問題に

なりますので、直接医療部会の中では難しいかなと思うんで

すけれども、どうやって退院させるかということに関しまし

ては、直接関与するところではないかと思うので、そこはこ

ちらで責任を持って解決しておいていただきたいなと思いま

す。その短期入所の問題と重症児通園の問題は、この場で解

決できればもちろんよろしいんですけれども、とりあえずど

ういう実態かという把握のところまではやっていただきたい

なと思うんです。どれだけの子が退院してきて、その子たち

にどれだけのものが必要かというぐらいのところまではお願

いしたいなと思います。

小林部会長： わかりました。確かに地域医療等対策協議会の小児医療部

会の課題はですね、小児救急医療体制の維持・充実を検討す

るということになってますので、資料を見る限りは入ってい

ない。やっぱり一次救急、二次救急、三次救急をどうするか

ということが主眼になっていますので、ある程度はこちらで、

そういう実態調査をしないと議論する場所がない。イメージ

がわかないんですが、何か資料を見ればそれはすぐに出る数

字なんですか、それともかなりの施設にアンケート調査をと

らないと、例えば分娩の件数を調べるとか、いろいろなその

ハイリスクが何人いるかというと、結構大変な作業になるん

ですか。

富田委員： ＮＩＣＵとリハビリセンターと、あるいは近大とか。

樋口委員： 保健所さんなんかに保健師さんの訪問ですね、ハイリスク



- 70 -

児は、依頼することが多いので、保健所さんがどういうハイ

リスク児の訪問をどれぐらいやってるかというのは、一つの

資料になるとは思います。

富田委員： 連絡してあれば保健師がやってると思います。

樋口委員： そうすると保健師さんたちは、実際の子を見てますから、

どれぐらい重症だとかあるいは施設待ちをしてるかとか、も

うちょっと突っ込めば家庭の状況がどうかというとこまでは

把握してる方が多いんじゃないかなと思います。

小林部会長： わかりました。ありがとうございます。具体的に、もしこ

ちらで調べるのに必要であれば、また先生方のご意見もちょ

っと伺いに行かせていただくかもしれません。ありがとうご

ざいます。

ほかにご意見ないでしょうか。本日は本当に遅くなりまし

て、いろいろご議論いただいたところをこちらの意見として、

第３回目の部会の意見として集約させていただいて、また先

生方に報告させていただきます。

武末委員： 周産期部会とは少し関係ないんですが、皆さんご存じのよ

うに東京での事故が発生しておることについて、実はここ２

日間ぐらいですね、県庁の方にかなり問い合わせがきており

ます。というのは、少し似ているようでいろいろ細かいこと

は違うようでございますけれども、今もし奈良で起きたとき

に、ちゃんと奈良で診れるんだろうかということを、まず１

点聞かれます。それともう１点は、奈良の経験を踏まえてど

ういったことをしてきたのかというのをですね、いろいろ問

い合わせがきておりまして、ちょっとそれについては皆さん

の意見を聞けたらなと思っています。ちょっと私が今いろい

ろなところの窓口としてお答えはしているんですけれども、

私も４月から来た人間ですから、皆さんの、今のご見識とい

うのを、この場で承れればと申しわけないんですが、どうか

お願いいたします。

小林部会長： それぞれの先生方の意見ですか。

武末委員： 例えば、じゃあ私、ちょっとはっきり言いますと、例えば

やっぱり妊婦さんが脳出血を起こされて来たというときに、

医大でそれを必ず引き受けていただけるんだろうかというこ

とが、今、割と奈良県民及び全国の方々がどうなんだと思っ

てるところなんですが、そこはどうでしょうか。
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平岡委員： 県庁の方では一昨年の大淀病院の件は、どこが検証されま

したか。知事の見解はどうなんですか。

武末委員： 周産期の部会で検討していただいていると思ってます。

平岡委員： 私どもは個人的には意見はありますけどね、それは東京の

墨東病院のような件は、とにかく起こってはならないと思い

ます。しかしその後、脳出血の妊婦さんは発生しております。

しかし必ず対応するということで医大と私の方はやっており

ますし、それは言えると思います。

武末委員： 私も一応はですね、まずあの事件が起こりまして、実は医

大の病院長にお電話をしてですね、どうなんですかと、今受

け入れいただけるんでしょうかということを確認しましたと

ころ、例えＮＩＣＵが満杯であっても、何としてでもまず医

大が必ず引き受けるからというお言葉をいただいたんですね。

ただそれが本当に今、奈良でできるのかどうかということを。

では、いろいろ例えばコーディネーターをつけたとか、先ほ

ど先生言われたように、いろいろ検討して、確かに周産期コ

ーディネーターをつくりましたとかいうふうな回答をするん

ですけれども、それが本当に、そういう事件がですね、起こ

ることを防げるのに有効かというと、何となくちょっと、そ

れがあったとしても東京の場合は起きてるわけですよね。で

すから、奈良でじゃあ今起きないのは何でなんだろうという

ことを、もう一つ何かご意見があればですね、承れると思う

のですが、いかがでしょう。

小林部会長： 私の顔を見て質問されてるので答えざるを得ないとは思う

んですけども。病気そのものは一定の確率でどこでも起こり

得ますよね。奈良であろうが東京であろうがどこでも起こり

得る。それを今、奈良では総合周産期母子医療センターが完

全に１００％カバーできるようなシステムをつくっています。

ですから気持ちとしては１００％目指して患者を受け入れる

ことは、もちろん院長とも話しました。いざとなれば救命救

急センターに我々が出かけていくということも話をしていま

す。ですから受け入れるつもりで、今我々は周産期センター

を運営しています。その運営といいますか、取り組みがうま

くいくためのバックアップを、やはりここで構築していかな

いと、先ほどの短期ビジョン・中期ビジョンというものが現

実味を帯びない限りは、やはりドクターだけ、ハードだけで
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はうまくいかない。気持ちとしては、先ほどの平岡先生と全

く同じで、１００％受け入れるように努力はしています。あ

とはそれがうまく起動するための方策を作りたい。実際に奈

良県では１年でこれだけ変化しました。日本中の注目の的で

す。給与体系にしても、医師の、若手医師の入局にしても、

これはみんな見ています。日本じゅうが見ています。奈良は

やってるね、がんばってるね、というのが写るんですよ。い

い方向に動かしていかないといけないので、それに向けて我

々は全力で取り組んでいます。

武末委員： ちょっと県庁の側で言うのも何ですけれども、いろいろ先

生方から、こんなことやってたらまた起きるぞってよく怒ら

れるんですね。本当にそういう事件が起きなかった、この半

年起きなかった、１年間起きなかったことは、非常にありが

たいことだなと思っていますけれども、ただちょっと行政の

方として、前回の検討会で出した結論の具体的なハードの方

がですね、そんなに有効かなと思う中で事件が起きなかった

のは、今先生たちが言っていただいたような、１００％引き

受けるんだというお気持ちがあってのことかなと思っていま

すので、それについては今後、やはり県としては、その気力

がなえないように、なえるどころかもっとやるというところ

で先生たちに頑張っていただけるような体制をちゃんとしな

いといけないとは思っております。本当にその点については

ですね、この場をおかりしまして、この１年間頑張っていた

だいたことについては、深く感謝をいたします。以上です。

どうもありがとうございました。

小林部会長： ぜひバックアップをよろしくお願いしたいと思います。い

つも若手の医者にも言うんですけども、やっぱりハード・ソ

フト・ヒューマン、この３つがうまくいかないと絶対物事う

まくいきませんので。我々はソフトと人は何とか確保します。

ハード面でもぜひ行政と連携していきたいと思います。新し

いアイデア出しましょう。日本じゅうが奈良を見て、ああ、

このシステムをまねてみようというような、そういうシステ

ムを奈良県で立ち上げれば必ず医師も看護師も入ってきます

し、増えます。そういう夢を現実にすることが大事です。こ

の第３回目の検討部会を終わりたいと思います。

本当に皆さんご苦労さまでした。ありがとうございます。


